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    ◎開議の宣告   

○議長（池田喜八郎君）  おはようございます。議員各位には、連日の出務、御苦労さまでございま

す。 

 ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますので、御了承をお願いいたします。 

（午前 ９時３０分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（池田喜八郎君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第120条の規定により、会議録署名議員には６番 山下明君、７番 山田忠平君を指名

いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問   

○議長（池田喜八郎君）  日程２、一般質問を行います。 

 質問につきましては、通告に従いましてお願いをいたします。 

 なお、質問の順序はあらかじめ抽せんで決定をしております。質問時間につきましては、答弁を

含め40分以内でお願いをいたします。答弁につきましては要領よくお答えされますようお願いをい

たします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 康 久 君   

○議長（池田喜八郎君）  それでは、１番 田中康久君の質問を許可いたします。 

 １番 田中康久君。 

○１番（田中康久君）  議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさ

せていただきます。 

 震災から３カ月がたちました。多くの国民が、日本人として自分が何ができるかを考え、行動し、

それぞれの立場で東北のために、日本のために、その役割を果たされております。自分は何ができ

るだろうと問わない国民は恐らくいないのではないかというふうに思います。 

 市民から議席をいただいた私の第一義的な役割は、郡上市民の命を守り、安心・安全に対する不

安を解消することであろうと思います。震災後の対忚や防災につきましては、先輩議員の方も質問

を多くされておりますが、私も若輩ながら、この一般質問の場を通して市民の思いにこたえていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 市長と総務部長を中心に質問をいたします。お願いいたします。 
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 まず、地域防災計画において、避難所に指定されている建物の耐震の現状はどうなっているのか、

総務部長にお尋ねをいたします。お願いします。 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君の質問に答弁を求めます。 

 服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  それでは、今避難所に指定されている建物の耐震の現状ということでご

ざいます。 

 まず、平成22年の４月現在でございますが、郡上市の避難所230施設でございます。その中で、

新耐震基準によりまして建築された施設については143施設でございます。単純な計算でいきます

と、耐震化率においては62.17％ということでございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  それでは、避難所の収容人数と各地域の人口が対忚しているか。また、その

耐震の状況と地域によって格差があるのかをお答えください。総務部長お願いします。 

○議長（池田喜八郎君）  服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  それでは、収容人員の関係でございますが、143施設のうちに、この中

に急傾斜地崩壊危険区域とかございます。その施設等を除きますと119施設でございます。その119

は、地震災害の対忚区分という形の避難所の指定をしてございます。その収容可能人員においては、

１万5,392名ということでございます。 

 地域別に見ますと、八幡地域が24施設ということで、収容可能な人数は4,800人と。また、大和

地域においては15施設ということで、収容可能人数は2,566人。白鳥地域におきましては28施設と

いうことで、収容可能人数は2,137人でございます。高鷲地域におきまして12施設ということで、

収容可能人数は1,439人。美並地域におきましては、地震対忚可能施設が20施設ということでござ

います。それで、収容可能人数は2,683人。明宝地域におきましては12施設と、収容可能人数は

1,427人。また、和良地域におきましては８施設と、収容可能人数は340人でございます。 

 それで、この地域内人口に対する収容可能人数の割合でございますが、八幡地域は32％、また大

和地域においては36％、白鳥地域は18％、高鷲地域は42％、美並地域は59％、明宝地域は73％、和

良地域は17％ということでございます。それで、和良地域と最高の明宝において、和良が17％で、

明宝地域においては73％という数字の上での開きがございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  ありがとうございます。市長は、この現状をどう思われますか。お願いしま

す。 
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○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  ただいま総務部長がお答えをいたしましたように、この対地震ということに

限って申し上げますと、ただいまのように、それぞれ旧町村ごとに見た場合に、施設の数あるいは

収容力にかなりばらつきがあると、こういうことであります。これは、基本的には、合併前の旧町

村ごとに避難所に指定をしていたところをほぼそのまま踏襲をしているということによって起きて

いる、いわば比率上の格差ということでございます。 

 それぞれ町村ごとに見た場合に、避難施設の指定の仕方にも若干の特徴があるようでございます。

ある旧町村的にいいますと、かなり民間施設等も指定をしたりしてる場合のところもございますが、

ほぼ公共施設に限ってるような感じの地域もあると、こういうことでありますので、郡上市として

は、こうした格差というものをそのままにしておくわけにはいかないというふうに思ってます。 

 特に和良地域が17％と申しましたけども、これは今の時点における、指定の状況における比率で

ございまして、今回、郡上市立東中学校を新たに建てましたので、立派な耐震性を備えた体育館が

できました。こうしたものを加えれば、和良地域については、そういう指定の変更等加えることに

よって、33％ぐらいまで上がっていくというようなことも考えられますので。 

 いずれにしましても、地震に限りませんが、現在郡上市の持っている防災計画で指定をしている

避難所については総点検をして、同じ郡上市に住みながら、例えばそうした避難所の収容力等に著

しい格差があるというようなことを放置しておいてはいけないというふうに思いますので、しかる

べく対忚してまいりたいというふうに思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  この収容人数の格差を、さらに耐震の状況とかをあわせて考えると、細部に

また詰めなくちゃいけない問題が出てくると思いますが、災害に強い町であるためには、ソフトの

力というのが大切だということは、私がここで申し上げるまでもありませんが、地域防災計画に掲

載されて、行政がここに避難してくださいと記してる避難所に避難した市民が、そこで避難したた

めにさらに被災してしまう。２次災害を受けるという現状は、私も市民の代表として、行政の施策

をここでチェックする責任ある立場として、それは見過ごすことができませんし、また、市長も行

政の責任者として、そういう状況は避けるべきだろうということを思います。 

 私ならば、避難所の耐震化率や学校の耐震化率はもちろん、公共建築物の耐震化率や緊急輸送道

路、橋梁の耐震化率などの整備を、目標年度を決めてアクションプランを作成します。そして、今

各部署がそれぞれ進められている耐震の計画を一元化して、それを市民に公開して、さらには耐震

化がされている避難所が市民から一目でわかるような措置をとるべきだというふうに思います。 

 また、先ほど市長もおっしゃいましたが、行政施設だけで足りないのであれば、民間企業と協定
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を結んだりして、避難所の数を確保すべきであると思いますが、市長はどう思われますか。お願い

いたします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  先ほど和良の場合に、東中学校を加えるとすれば33％ぐらいと申し上げまし

たが、37％ぐらいでございますので訂正をさせていただきたいと思います。 

 今お話がございましたように、特に地震の際に、住んでおられる家が被災をする、あるいは危な

い状況にあるというような場合に避難をしていただくということでございますけども、御指摘にあ

りましたように、避難したところでまた被災をするというようなことは、これはあってはならない

ことでございまして。そういった意味でも、例えばたくさんある避難所の中で、郡上市としては、

これは災害の種類として大きく３区分をして、地震のときに使える避難所であるのか、あるいは特

に洪水、浸水被害、大雤、こういったときの避難所なのか、あるいは大規模の火災のときの避難所

なのかと、あるいは全災害型というように区分をして、それぞれいろんな条件を配慮して現在のと

ころは指定をしておりますので、せっかく地震の際に逃げたのに、またそこで地震を要因とする災

害に遭うというようなことはできるだけないようにというふうにはしております。 

 しかしながら、対地震用の避難所といっても、先ほども総務部長が申し上げましたように、すべ

て昭和56年以降の耐震化基準をクリアしてるものばっかりではないという意味では、若干そういっ

た心配もあるわけでございますので、そうしたことについては、今後さらにこの充実をしていかな

ければいけないと、改善をしていかなければならないというふうに思っております。 

 それからもう一つは、今の話で、住民の皆さんにどこへ逃げたらいいかということについては、

よく周知をしておく必要があるし、その際には、そのときそのときの具体的な状況に忚じて、どこ

を避難経路として通って避難をするかというようなことも知っておいてもらう必要があるというふ

うに思います。そういうことは、昨日もいろいろ論議ございましたが、自主防災組織等において、

個々の実情において、市民の皆さんがそういうことをいざというときの知恵として共有をしておい

ていただくという意味で、地域地域のマニュアルであったり、対忚のための処方というものが共有

されなければいけないというふうに思っております。 

 市といたしましては、平成19年にそれぞれ町村ごとに、こういう地震防災マップというものをつ

くりまして、これを各世帯ごとにお配りしてございます。それで、それぞれの地図に、これは郡上

市が考えられる最大限度の震度の地震の被災をしたときに、どの程度の家屋の崩壊率があるかとい

うようなことについての色分けのマップ。それから、それについて、先ほど申し上げましたように、

例えば大和町なら大和町の地域内で、対地震について拠点的な避難所はここがありますと、それか

ら一時的な避難所はここがございますと、それから屋外の避難所はここがございますという形で、

地図上に図示したものを１軒１軒にお配りしてあるわけでございます。 
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 こういうものを19年に配りましたので、各家庭ですぐ壁に張ってあるとかというようなところは

尐ないかもしれませんが、こういうものも見ていただきたいと思いますし、それから最近でござい

ますけれども、避難所が市民の皆さんにわかりにくくてはいけないということで、市内の全避難所

に看板を立てて、ここはどの災害に対する避難所であるかということについては、そういう看板を

立てさせていただいて、日ごろ生活をしておられるときに、ああ、ここはこういう避難所だなとい

うことは目にしていただけるようにしているといったところでございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  地域防災計画に避難所と指定されているところがあって、そこの耐震ができ

てないとか、安全が極めて疑わしいような地域であった場合に、論理的に考えられることは二つあ

って、一つは、それを避難所の指定として外すか、もう一つは、そちらを充実させていくか、どち

らかだと思うんですが、今の地域によって格差がある現状であるとか、今の市民の安心・安全対策

の意識とかを考えますと、これを充実させていく方向を選ばれるということが当然であろうと思い

ますが、そうした場合に、計画を立てて、避難所等の耐震等をしっかりこれから何年かある程度期

限を定めて、それに対して向かっていくというようなプランを立てられるおつもりがあるか、また

はそういうようなことをやっていくおつもりがあるかお聞かせください。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  今申し上げましたように、地震のための、地震の際の避難所、それが指定を

しておったけども、既に壊れてしまっていたということでも用をなしませんし、あるいは住民の皆

さんが避難をされた後に、その場所で地震による被災をされるということがあってはならないとい

うふうに思います。そういうことで、あるべき姿としては、地震のための避難所というのは、すべ

て耐震基準をクリアしているべきであるというふうに思います。 

 しかしながら、今の郡上市の財政力の中で、御承知のように、小中学校等の耐震化というような

ことを懸命にやっているところでございますので、今指定をしている避難所をすぐ短期間に耐震化

するということは困難であろうかと思いますので、とるべき道はといいますか、方法は、一つは、

いま一度、地震の際の避難所というものを見直しして、そしてまずは安全であるということが大切

でございますので、仮に公共施設でなくても、民間の施設であっても、例えば企業の施設であった

り、あるいはお寺さんであったり、いろんなほかにも実は指定の仕方にいろいろな各町村ごとに特

色がございますので、まだ耐震基準をクリアしていて、いざというときには、それぞれ所有者とか、

そういった方々の御了解も得なければいけませんが、地震の際の避難所として使い得る可能性のあ

る施設は、まだ発掘をすればかなりあるだろうというふうに思ってますので、まずそういったこと

も含めて再点検をしたいというふうに考えております。 
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 そして、できる限り、確かに早い時期に、例えばこれから５年なら５年の間には、おおむねこれ

くらいのことができるということは、市民の皆さんにお示しをしたいというふうに思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  避難所のほうは、そこに常時人が活動してるわけではないので、優先的にす

るべきは小中学校の耐震化という部分を優先していただきたいと思いますが、行政の一つの責任と

して、また、市民の命を守る、預かっている市長の責任としては、しっかりした計画を立てて、市

民の安心・安全に答えられるような形をしていただきたいというふうに思います。 

 そうやって考えますと、今郡上市で行われてる種々の計画という部分を、防災という観点からひ

とつ１回見直してみる必要があるんじゃないかというふうに思います。例えば行政改革で言います

と、短期プランと中長期のプランがありますが、短期プランというのは、恐らく今避難所とかに指

定されてるような公民館だとか、そういう部分をどんどん払い下げて譲渡していくというような計

画でございますが、そういった部分も行政がある程度責任を持った形で譲渡をしないと、ただ単に

行政が楽になる、効率をよくなるために譲渡するという部分では、市民の安全を確保できないとい

うふうに思いますし、また、さらに市長がおっしゃったように、ある程度５カ年でどのぐらい避難

所の耐震化ができていくか、進めていくかということになると、おっしゃったようにお金がかかっ

ていくことなので、また、その行政改革という部分の中長期のことも含めてさらに見直していかな

くちゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが。 

 公の施設の見直しの短期の方針と中長期の見直しの計画を防災の観点から再点検した場合に、あ

る程度見直していく必要があるのか、また、ないのか、どうやっていくのか、市長のお考えをお聞

かせ願います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  公の施設について、短期あるいは中長期の見直しの一つの考え方というもの

は持っておるわけでございますけれども、まずは安全・安心ということを一つの市政の基本理念と

して掲げる立場からは、そうした公の施設は、とにかく金のかかるものは市政から早く切り離せば

いいという考えで物事を考えてはいけないというふうに思っております。 

 そういう意味で、これまでもいろいろと議論があった、例えば地域において廃止をされた小学校

の分校等に附属してつくられていた体育館等が地元の自治会へ払い下げ、ないしは老朽化したもの

は廃止というような見直しの指針になっておりました。しかし、これを払い下げ等をしたところが、

その施設を維持管理していく能力がないような規模のものを強いてそうした地元へ無理にお引き取

りいただくというようなことは、片一方、それを防災のときの避難所として指定をしておきながら、

そういうふうにするということは、行政の整合性ということを考えるといかがかと思いましたので、
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この前もそうした議論の中で、ある程度一定の小規模の体育館であるけれども、それは市のほうで

管理をするという方針に切りかえたわけでございますので、そうした考えでいきたいと思います。 

 ただ、何が何でも市で管理しなければ、そういう防災の避難所としての機能を果たさないという

ものでもないものもございます。それは例えば集会所なんかでございます。集会所等については、

自治会等に管理をそういう形で施設も移管をしても、立派にその地域の皆さんの力で、その施設を

ある程度適当な時期に大規模な修繕等について適切な行政の支援措置も講じていけば、それは所有

形態はそういう形で変えても、避難施設として一定の機能は果たしていけるものであるというふう

に思います。 

 申し上げたいことは、確かにそういう意味で、公の施設等のあり方については、先ほど申し上げ

ましたように、ただただ経費節減のために切り離せばいいということではなくて、総合的にそうい

う防災上の観点から避難施設、避難所等に指定をしているようなところについては、どうしたらそ

ういうものは確実に、安定的に保持していけるかという観点を持ちながら、そういう複眼的な思考

で物事を考えて実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  そこの部分では市長がおっしゃるとおりだというふうに私も思いますが、一

方では、もちろん郡上市にお金がないわけでございまして、郡上市のある程度合併のときの視点と

いうのは、市内の均衡ある発展というものを一つの視点としてきたと思いますが、私自身は何を均

衡としていくべきだろうかと。まず優先度を持って均衡とすべきは、先ほどの収容人数の話もござ

いましたが、郡上のどこに住んでいたとしても、命の均衡は保たなければならないと。どこに住ん

でいても、自分の安全は行政が責任を持って守るべきものは守るというところの均衡は大いにすべ

きだと思いますが、一方で、この防災という部分を考えますと、ただ単に重点的に、同じように投

資をしていくというような考えた方では、これはもっていかないんではないかというふうに思いま

す。 

 そこで、市長がおっしゃってる均衡ある発展という部分と総合計画で提唱されております選択と

集中という一方では考え方がございますが、その選択と集中という部分と均衡ある発展という部分

はどういうふうに整合性がとれておるか、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  その行政の理念として、片一方で均衡ある発展というようなことを掲げ、ま

た一方では集中と選択というようなスローガンを掲げていると。一体どうなってるんだと、こうい

うような質問かと思いますけども。私は、均衡ある発展というのは、郡上市の中でどこに住んでお

られる方であっても、暮らしていけるということの最低の要件といいますか、そういったものは確
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保されていかなければいけないということであろうかというふうに思っております。 

 そういう中で、今度は選択と集中ということも、一体何について選択をし、集中をするのかと。

これを地域というもので、これからずっと行政がフォローしていくといいますか、行政が守ってい

く地域をある程度選択して、ここは守っていくけども、ここは守っていかないというような意味で、

そういう守っていくとこだけを集中していくというような意味にとらえると、先ほどの均衡ある発

展ということとは矛盾をするわけでございますが。むしろ私は、選択と集中というのは、どういう

施策を重要視しながら、そこに、一定の期間に、乏しい制約をされた財源の中で集中をしていくか

という物事を考えていくべきではないかというふうに思います。 

 やや抽象的な議論なので、神学論争みたいな形になりそうですけども、私としては、したがって、

基本的には、今郡上で暮らしておっていただく皆さん方のまずは安全・安心ということが確保でき

るような地域づくり、そのための最低限の生活の条件は守っていきたいなというふうに思っており

ますし、まずはそうしたことが守れるような政策を重要視しながら、一定の財政的な制約の中で施

策を推進していくということではないかというふうに思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  そういう答弁を待っておりました。施策の集中という意味では、例えば高齢

者の多い集落であったり、ひとり暮らしの高齢者が住んでる地域の防災対策、まさに命の対策とい

う部分は非常に重要であるというふうに思いますが、そういった地域というのは恐らく過疎地域で

すね。郡上市で言うと、和良や明宝とか、市内各地にある辺地という地域に多いと思います。 

 これらの地域の特に過疎地域でありますと、これらの地域のハードとソフト両面における予算計

画であるものが過疎地域自立促進計画であるというふうに思います。しかし、この過疎計画の目的

が、過疎地域からの脱出をある程度目指す以上は、施策が総花的であるというものは否めないとい

うふうに思いますが、私自身としては、目標設定をそこに住んでる方の、まさに市長がおっしゃっ

た安心・安全という部分を第１の優先順位にして施策を進めていくべきだというふうに思ってます。 

 私、実は過疎辺地の計画の委員でありますし、まさに過疎計画は議会の承認事項でございますの

で、私自身も承認しておる立場ですが、こういった大きな事情変更があり得るような大きな事故が

あったときに、もう一度安心・安全ということを基準に据えて、この過疎地域というのを考えなく

ちゃいけないなというふうに思っております。 

 そして、そのときに質問したときに、委員会で答弁をもらっておりますが、私が過疎計画が総花

的であるから、もっと集中的に高齢者や弱者の方の安心・安全を中心に計画を練るべきだというこ

とに対して答弁をいただきましたときには「合併して明宝と和良が過疎地域として残っており、そ

の中の過疎計画というと、旧町村単位の考え方がどうしても出てくる。その地域がいかに減尐を食
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いとめ、活性化を図れるかを議論し、計画された。どこかでどんとやらなければならないときが来

るかもしれないが、現段階では現状分析をして、どのように維持していくかは、今ある中での資源

や財産などを活用しての方策しかないということで、今までと変わってないと言われるかもしれな

いが、かっての明宝村、和良村を維持していこうという思いがある」というような答弁をいただき

ました。 

 これすなわち何を言いたいかといいますと、基本的に過疎計画というものが、かつての和良村や

明宝村のときに計画された計画を引き継いでおるがために、施策がどうしても一つの自治体として

とらえておったために総花的になってるんじゃないかと。ではなくて、郡上市全体の中で我々明宝

地域を考えた場合には、一番重点的にすべきは、その地域に住んでいる皆さんの安心・安全ではな

いかというふうなことを私は思っておりまして、この過疎計画における優先順位の変更といいます

か、この総花的な、まさに市長は施策の集中のことをおっしゃいましたが、この過疎計画は一方で

は総花的になっておると思うんですけども、市長はどのように考えるか、お答えをいただきたいと

思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  過疎計画というようなものは、一つの地域についての総合計画でありますか

ら、いろいろな面にわたっての計画をいたしているところであります。先ほど申し上げましたよう

に、まず安全・安心ということであるわけですから、例えば防災というようなものに対しては、何

をおいても配慮をされなければいけない問題ではありますので、先ほども答弁したように、そうし

た点を重視していきたいというふうに思っております。 

 ただ、人間の生存の条件というものを支えるものは、そういういざというときの生命、身体、財

産を守るということが第一ではありますけれども、それでは過疎地域について、とにかく防災計画

はばんばんにやったから、そこへ住んでくれと言われても、人は老いていきます、年をとっていっ

て、その地域の一緒に暮らしてくれる次の後継世代等が仕事がなくて何ともならんというような話

では、これまた片一方、違う意味での生存の条件というものを欠いてしまうわけでありますので、

防災上のそういう安全・安心というものも一つの大きな眼目でありますけども、片一方では、よく

言われる活性化と言われる目標、あるいはそれに対する施策というものも掲げざるを得ないのであ

りまして、その点では、限られた時間に何を優先させるかということの判断は伴いますが、これだ

けをやればいいというものではないと。そこには総合的な施策というものが必要であるというふう

に思います。 

 それから、特にそういう意味で、道路というようなものを考えた場合に、この道路というのは、

防災対策でもあるし、例えば孤立集落に対する道路の、特に災害防止等の対策をするのは防災対策

でもあるし、道路がよくなることは生活対策でもあるし、産業対策でもあるという意味では、それ
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は、いわばどんな目的においても大切な共通の基盤施設として整備をしていかなければならないも

のであるというふうに、かように考えてるわけでございます。そういう意味で、現在の過疎計画が

何か著しく総花的で、散漫で、分散してしまってるんじゃないかというふうには私は考えていない

ところでございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田中康久君。 

○１番（田中康久君）  もちろん命の保障をされただけではなくて、夢や希望がなければ人は生きて

いけないということであると思いますが、私もそう思いますが、その優先順位としての問題ですの

で、また私自身も勉強しながら、議論していきたいというふうに思います。 

 市長から、避難所の防災の耐震については、ある程度５カ年ぐらいで計画を立てて進めていくと

いう答弁もいただきましたので、市民の安心・安全に引き続き答えていただきますようお願いをい

たしまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、田中康久君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 清 水 正 照 君   

○議長（池田喜八郎君）  続きまして、10番 清水正照君の質問を許可いたします。 

 10番 清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  おはようございます。ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、

一般質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 東日本大震災発生を受けて、対忚につきまして、それぞれ同僚議員からいろんな質問が出ており

ますが、今後、行財政面においてもさまざまな分野でこの影響が出てくるんじゃないかと思われま

すので、行政改革について質問をいたしたいというふうに思います。 

 「市民が主役の持続可能なまち郡上をめざして」という行政改革大綱の基本理念に基づいて行政

改革に取り組んでいただいておりますが、尐子化が進み、本市においても今後人口が減尐していく

ことにより、社会構造や経済活動の変化が急速に進み、生産年齢人口が減尐し、経済成長に対して

マイナスの影響を与える可能性があることと、それに伴った労働力の不足が招かれるんではないか

ということが予想されております。 

 高齢者になっても元気に暮らせるうちは、蓄積された知識や豊富な経験を生かしながら、生産年

齢人口として社会に貢献していただけるよう、高齢者が社会貢献のできる仕組みづくりが必要だと

いうふうに思います。 

 最近では、定年の延長というようなことも話題になっておりますが、こうした構造的な変化によ

って、税収の減尐などにより、限られた収入の中で、先ほども市長言われた政策の選択と集中の考
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え方のもとで、多様化、高度化する市民ニーズにこたえていくためにも、将来の市民に対しても安

定した行政サービスの継続が可能になるよう、人口減尐、超高齢化社会を見据えた行政改革が今必

要だというふうに思います。 

 先ほど申し上げました行政改革大綱の基本理念「市民が主役の持続可能なまち郡上をめざして」、

このテーマで行政が今後取り組むべき課題の中の一つに、新たな行政課題に迅速かつ的確に対忚す

るため、組織や業務プロセスなど、行政内部の改革を一層進める必要性が取り上げられております。

より身近なところで、さまざまな問題、課題に対して、より迅速に、より的確に対忚する中で、現

在本市が実施している事業、サービスについて、必要性が減尐しているものについては、思い切っ

て廃止や縮減などの改革が必要だというふうに思います。それには、組織が有効に機能しているこ

とが大切でないかというふうにも思います。 

 21年に策定され、３年目を迎えた新たな行政改革、行政大綱に基づく改革について、進捗状況を

含め現状をどのようにとらえてみえるのか、市長にお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君の質問に答弁を求めます。 

 日置市長。 

○市長（日置敏明君）  御指摘をいただきましたように、人口の減尐、あるいは高齢化であるとか、

それからまた、経済のなかなか停滞から脱しきれないような状態であるとか、あるいははたまた、

今回の大震災、あるいはそういうものによって提起をされたエネルギー政策のあり方、そういった

ような実にさまざまな環境の変化の中に郡上市政というものも置かれているわけでございます。そ

ういう中で、その変化に対忚していきながら、そしてしかも、限られた人員や財源の中で市民サー

ビスの充実を図っていかなければならないと、大変難しい課題に立ち向かわなければいけないとい

うふうに考えているところでございます。 

 そういう中で、この郡上市の行財政の改革を進めるために、平成21年に行政改革大綱というもの

を策定したわけでございます。その柱は、御指摘がございましたように、質の高いサービスの提供、

あるいは市民協働による市民と行政の連携、そしてまた、身の丈に合った行財政運営というような

３点の柱を掲げて、今行政改革に取り組んでいるところでございます。 

 これは、事業体としての市役所、行政内部だけにとどまるものでなしに、またそれを含む郡上市

の地域全体の改革にもつながっていくべきものであろうかと。そして、持続可能な地域としての郡

上市というものを構築していく必要があるというふうに思っておるところでございます。 

 この行政改革の計画の中身でございますけれども、先ほどの三つの柱に沿って、全部で148の具

体的な項目を掲げて今推進をしてるところでございますけれども、その中身を平成22年度末の暫定

的な今見直し、結果の点検を事務方のほうでしてくれてるわけでございますが、それによりますと、

148項目中、おおむね達成をしたというものが18項目ほど、それから着手、実施中、ただいま目下
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着手をしている、あるいは実施中であるというようなものを一部達成というふうに見ますと、そう

いうものが102項目ほどで、68.9％ということでございます。まだ着手にもなかなかという段階に

も至っていないという検討中というようなものが28項目ほどで、18.9％というようなことでござい

まして、おおむね項目中の８割ぐらいについては何らかの形で着手をしているというところが、こ

の２年間の状況でございます。 

 具体的には、質の高い行政サービスの提供というような中では、本庁舎の総合案内所の民間業者

への委託であるとか、あるいは公金収納について、市民の皆様の利便も図るために、平成22年度に

は軽自動車税のコンビニ収納をいたしましたが、今年度、平成23年度からは市県民税とか、固定資

産税とか、国民健康保険税等についてもコンビニで収納をしていただけるというような便を図ると

いうような改革も進めているところでございます。 

 また、市民協働につきましては、市民協働指針をつくり、そしてまた、ＮＰＯによる、行政パー

トナーによる窓口支援というようなものを大和庁舎でやっているとかいうこともございますし、ま

た、身の丈に合った財政という意味では、いろいろと行政組織の改革というようなことで、例えば

ことしの４月から、本庁の部を一つ削減いたしました。市民環境部の課を総務部と水道部のほうへ

振り分けまして、新たに環境水道部というのをつくったというようなこともございます。 

 また、定員適正化計画についても、何とか市民の皆さんに御不便をおかけしながらでありますけ

ども、計画に沿って職員の削減を進めているところでございます。この２年間、この行政改革計画

期間の２年間で、職員を46人、現在のところ純減をさせているところでございます。 

 それから、財政的には今、公債費負担適正化計画に基づきながら、公債費を将来にわたって増大

させないように、一定の金額に抑えながら、公債、市債の新たにつくる借金を抑制しながら進めて

いるといったようなこともございます。 

 それからまた、公の施設の指定管理者制度等につきまして、これもなかなか進捗状況はスピーデ

ィーというわけにはいきませんが、昨年度、高鷲の湯の平温泉と明宝温泉湯星館について指定管理

者制度を導入したというようなことでございます。 

 こういうようなことで、この行政改革大綱に従いまして事を進めているわけでございますが、私

自身一つ一つ反省をし、振り返ってみますと、若干スピード感という面では十分でない点もあろう

かなとも思っておりますし、また、いろいろな点の検討を深めて、今後さらに進めていかなければ

ならない課題は大変山積をしているというふうに考えているところでございます。 

（10番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  今ほど市長からありました、スピード感というのは大切だなということを

思います。この東日本大震災の発生によって、きのうもお話ありました、いろんな分野で地方財政



－１４７－ 

的にも大変になってくるんじゃないかなということも思いますので、21年に策定されて、25年の

５年間という中での計画をお持ちのようですが、その中で精力的に改革を進めていただきたいなと

いうことを思います。 

 通告には、公務員として何をすべきかというようなことで、事をなすときには、そこにかかわる

人、人材という、そういった分野のウエートが非常に大きいものがあるということを思います。平

成19年に策定された職員の人材育成基本方針、５項目の目指すべき職員像というものが示されてお

りますが、それぞれの立場の職員一人一人が常にそういったことに対しての問題意識を持ち、経営

的発想により、業務の無駄等を徹底的に排除し、既成概念、そういったものにとらわれない新たな

発想に基づいた改革をする。その改革推進のためにも、全庁職員一丸となって進めていくというよ

うな体制が必要ではないかなということを思います。そうしたことを市民は望み、期待をしておる

んじゃないかということも考えます。 

 本市の将来を思い、行政内部での改革に対する意識の統一を図っていただいて、その中でも協働

の意識を持って改革を推し進めていただきたいなということを思います。 

 先ほども効率的な行政体制を確立するために、定員の適正化というようなことも進めてみえると

いうことですが、先ほど148項目のうち、達成しているのが18項目で、あと残りは一部着手、検討

中ということですが、お聞きしたいのは、検討中に入っておるんじゃないかなと思いますが、業務

の民間委託、民営化ということで、本来の公共の果たす役割を達成するためにも、こういったこと

は避けて通れないものではないかなというふうに思います。民間委託、民営化の推進について、進

んでおればあれですが、検討中ではないかなと思いますので、方針、見通しについて、市長にお伺

いをいたしたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思います。 

 まず、民間委託あるいは民営化ということの前に、ちょっとお触れになりましたが、私も今、ど

んどん職員を削減していく中で、一番大切なのは職員の意識改革や、その能力の向上、機動力の向

上ということではないかというふうに思います。尐なくなっていく職員でありますが、この職員が

一丸となって郡上市の市政を推進していくという、その力を、総合力を発揮できるようにしていき

たいというふうに思っております。職員の皆さんは、私が市長に就任してからも、本当に一生懸命

やってくれておりますけれども、さらに一緒になって、一人一人の職員の能力、取り組みの向上と

いうものも含めて努力をしてまいりたいというふうに思っております。 

 そして、大変世の中の環境の変化のスピードが速いわけでございますので、従来のように、当初

予算で物事を決めたら、もうおおむね大体１年間それでいくというような形ではなくて、そのとき

そのときに忚じて、必要なものは予算化もお願いをしなきゃいかんし、年度当初に割り当てて決め
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た仕事の分担という中で、当然必要に忚じていろんな仕事も年度途中で入ってくるというようなこ

とについても、職員の皆さんにも弾力的に対忚してもらわなければいけないというようなことであ

りまして、そういう柔軟な対忚力というものが必要であるというふうに思っておりまして、そうい

うことについて、さらに郡上市役所一丸となって、その能力を向上させていきたいと。そのことを

職員の皆さんにも私も心から願いたいというふうに思っております。 

 それから、今のそういう中における民間委託とか、民営化の推進ということでございます。行財

政改革というと、まず民間委託とか、民営化という問題が出てくるわけでございますが、私も本来

のこういう財政的にも制約を受けている、あるいはそれであるがゆえに職員の数も減らしていかな

ければいけない。そういう中で、行政の職員として本来優先的にやるべきことをやっていくという

ためにも、あるいは片一方別の見方からすれば、こうしたことは行政がやるよりも民間の能力のほ

うが、そういう機動力とか、いろんな民間の経営ノウハウであるとか、そういうものを生かしたほ

うが、むしろ市民のサービスの向上につながるんだというものについては、民間委託とか、民営化

という問題を考えていく必要があるというふうに思っております。 

 しかし片一方で、戒めるべきことは、いずれにしろ、市役所の抱えてるものは公務サービスで、

公務サービスというと狭くなりますが、公共サービスでありますから、本来の公共サービスの専門

の担い手である公務員ができなくてどうするというものもあるわけでありまして、安易に、例えば

接遇は民間のほうが得意だから、民間のほうへお任せするという、何かそういう安易な丸投げとい

うものはあってはいけないと。その点は、むしろ公務員自身が変わるべきだという観点も含めなが

ら、民間委託とか、民営化という問題は考えていかなければいけないというふうに考えております。 

 そういう中で、いろいろな施設等について、例えばですが、現在公の施設として、いろんなその

成立の経緯から現在も、郡上市になってからも、公の施設として持っているような施設でもあるけ

れども、よくよく考えてみると、果たして公の施設として持っていることが、いつまでもそういう

形で持っていなければならないものであるかどうかというようなことを根本的に考えて、ものによ

っては民間へ移譲をするといいますか、それこそ民間化をするというような施設も私としても幾つ

かあるのではないかというふうに課題意識として持っておりますので、そうしたものについて、今

後一層の検討を進めて、方向を見出していきたいというふうに考えております。 

（10番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  ただいま市長がお話になりました、公にしかできないこと、これは絶対で

きないことはあると思いますし、ありますんで、その中で民間にできることを選択、選別していた

だいて、積極的にそういった取り組みをしていただきたいと思います。職員の定員の適正化とか、

そういったことを考えますと、今のままの仕事量をそのまま職員数が減る中で持っていくのも、こ



－１４９－ 

れも大変だと思いますし、民間に出せるものは出していくということも、そうしたことがまた市民

協働、またそうしたことによって持続的なことがあるんではないかなということも思いますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 次に、民間委託、民営化の分野に入るわけですけども、指定管理者制度導入の施設についての今

後の方針といいますか、取り組みについてお伺いをいたしたいと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより、より効率的、効果的に対忚するために、公の

施設の管理に、これを民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減

等を図ることを目的に導入されました。 

 現在２回目の指定ということだと思いますが、公の施設を民間組織で管理運営をしていただいて

おります。そのほとんどが福祉、農林、商工関係の施設で、地域密着型施設であることから、前指

定管理者を引き続き指定するものとなっております。 

 それぞれの施設の管理責任上、決算状況や運営がスムーズにいくよう適切な指導などを関係部署

で行っていただいておるということを思いますが、その中で、平成24年３月31日、来年３月をもっ

て指定管理期間が終了する施設の指定について、選定方法、今までとまた違った形での選定方法を

考えておられるのか。契約、協定内容、収益性の高い施設などもあると思いますが、そういったも

のの取り扱い、また、あわせて施設の完全に払い下げをするというような、そういったことの検討

する時期が来ているのではないかというふうに思います。 

 あわせて、１施設だけなんですが、教育関係施設の指定管理がなかなか進んでいないという部分

もあるわけですが、そういったことも含めて、指定管理のあり方について、今後どのような方針で

取り組まれるのか、これは副市長にお伺いをいたしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  鈴木副市長。 

○副市長（鈴木俊幸君）  指定管理者制度についての御質問でございますが、今ほどお話がございま

したように、この目的に従いまして18年に指針をつくりまして、今現在は66施設が指定管理をいた

しております。 

 ところが、今ほどお話がございましたように、その施設の多くは農林、商工、福祉関係及び一部

教育もあるわけでございますけれども、いわゆる施設が本来公で施設を持っておって、公が管理を

しておったものを指定管理者にしたというよりも、多くの施設の中には、その施設をつくって、そ

の受け皿をつくった、指定管理者でですね。指定管理者的に、会社をつくって、その会社のために

つくった施設といったようなものもございます。ですから、このなりわいというのは非常に難しく

て、それぞれの施設、それぞれの旧町村ごとに起こしてきたといういきさつがございます。 

 ですから、もちろん補助金を取ったりするためにやったものもありましょうし、中には第三セク
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ターをつくり、すべて自分のとこでやっとるところもあるわけですけれども、農林の補助金を取っ

て、その会社のための施設と、そういう位置づけにしたものもございます。ですから、果たして民

間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の節減を図ると、この住民サービス、この目的が雇

用であったのか、はたまた地域活性化だったのかといったようないろんな施設があると思ってます。 

 ですから、今回、その施設を使って委託管理しとったものを指定管理者制度という制度に切りか

えたわけでございますけれども、今御指摘がございましたように、実質的には民間とそれほど大き

な差はないんじゃないかと。むしろ公の施設を使って民間的な仕事をしておるというようなところ

については、むしろ民営化のほうがいいのかなというような思いもあります。 

 ただ、その辺も含めまして、それぞれの思いがありますので、旧町村の。それらも大切にしなが

ら、かつ行政改革の一環でもありますし、また、当然公の施設としていかがなものかと、こういっ

た施設を市が公の施設として持って指定管理するのはいかがなものかといったような施設も当然あ

りますので、それらは、ちょうど今お話がございましたように、来年の３月には期間満了する施設

が57施設ございますので、それらも含めて検討する必要があるのかなと思っております。 

 ただ、前回、１回終わっとるわけですけれども、当然、今ほどお話がございましたように、指定

管理をしておる以上は、先ほど言いましたように雇用の問題とか、利益配分の問題とか、いろんな

問題も含めて実績報告もいたしておりますし、タッチをしながら、いかなる方法が最もいいのかと

いうようなアドバイスもしながら、つくったときの設立目的に従った運営形態をしていただくよう

な指導はいたしております。 

（10番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  今ほどお話がありました、旧町村の時代からの流れの中で、今の指定管理

の選定状況については、地域性や公益性という部分も十分あって、なかなか競争によっての民間の

参入というのはなかったといいますか、できなかった施設があるということと思いますが、どうい

いますか、次回、この次、来年３月なんですが、今から取り組んでいかないと、来年になって、年

明けてからでは遅いと思うんですけども、現状でも、先ほども言いました収益性の高い施設や営業

スタイルによって十分採算がとれるというような施設もあろうかと思います。 

 もう一つは、民間が入ってくる場合に、事業内容によっては設備投資しなくてもできるような施

設もあったりして、民間からの今以上にいい条件といいますか、そういったことが提示される可能

性もあって、民間からの参入も、経済がこういう時代ですので、ふえてくるんではないかというこ

とを予想されます。 

 そうした市場の競争原理といいますか、そういったことも大いに取り入れていただいて、その施

設を開放していただくことも必要でないかと思いますし、今ほど言われた住民サービスといいます
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か、そのこと自体によって、雇用とか、いろんな地域に波及効果があって、そこで、あることによ

って恩恵を受けとる人たちがあるということだと思いますが、それがまた大きく経済の活性化、地

域経済の活性化につながるようなことがあるんであれば、大いに民間の、今受けておる人が悪いと

いうわけではないんですが、新たなそういった発想の中で取り組んでいただける方があるようであ

れば、そういった人たちに開放していくことも必要ではないかなということを思いますが、副市長、

いかがでしょうか。 

○議長（池田喜八郎君）  鈴木副市長。 

○副市長（鈴木俊幸君）  今ほどお話しましたように、それぞれの施設にはそれぞれの特色があると

いうことをお伝えしたわけでございますけれども、今現在、市内の、先ほど言いましたように、指

定管理を行っておる66施設のうち、公募によって決定しておるのは、郡上市の総合スポーツセン

ターと、それから高鷲の湯の平の施設を昨年公募によって行いました。それ以外のところにつきま

しては、先ほどのいきさつがあるわけでございますけども、この辺が非常に難しいとこでございま

して、いわゆる大きな資本を持って、いろんなところへ手を出しとる会社で、その指定管理によっ

てそこを撤退しても、他のところで営業できるところと、先ほど言いましたように、そもそもの目

的がその施設の管理委託を受けてやっていこうという目的でつくられた組織というものもございま

す。 

 ただ、それで今まではやってきたわけでございますけれども、今ほどお話がございましたように、

マンネリなり、あるいはただ単にその施設を預かっておるだけだというような発想のもとで停滞す

るというようなことがあってはいけませんので、その辺は当然に競争原理というものも一方では働

かせる必要があるんだろうということを思っております。我々、もちろん市としましても、その辺

のチェックをしながら、かつよりよい、指定管理をする以上は、市民の方々にも利益がもたらされ

るような指定管理をしなければならないと。より発展した、公以上の能力を発揮しながら運営され

るということを求めておるわけでございますので、その辺も含めて、できる限り競争原理的なもの

も導入の方向へ向かって進める必要があるということは感じております。 

（10番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  ありがとうございました。質問項目は終わったんですが、行政改革、この

合併によっての優遇措置があと２年ということになるわけですけども、それ以降、段階的に地方交

付税など、国からの支出金が削減されていきます。これはいつもかも聞いておることなんですが、

加えて、先ほど申しました東日本大震災の影響というのが、非常に２年を待たずにして影響が出て

くるんではないかなということを思います。 

 今、監査委員ということをやらさせていただいておるんですけども、そうした中でも財政の厳し
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さというものは感じておりますし、その中で財政面をフォローしていくには、行政、両方あわせて

やっていかないと、持続が可能にという部分が本当に大変な郡上市ではないかなということを思い

ますので、先ほど言いました、全庁一丸になって取り組んでいただきたいなということを思います

が、市長、最後にお願いをいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、ただいま御指摘がございました。合併に

よる交付税の特例算定を受けられる期間は、もう今年度、23年度を含めて３カ年間ということでご

ざいまして、その後は大変厳しい状態に直面をすると、その階段をおりていくまでの間に、できる

限りの体制の整備をしなきゃいかんという気持ちを持って事に取り組んでおるわけでございますが。 

 さらに、今御指摘になりましたように、どうしても東日本大震災、復旧、復興のためには、非常

時には非常時の財政措置というものもとられるであろうと期待はしているものの、その他の全般的

な地方財政というものに与える影響もかなり厳しいものがあるんではないかということを思ってお

ります。そういうことでは、厳しい時代が前倒しで来てるということを十分考えながら、今後の郡

上市の行財政運営というものに取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 

 （10番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水正照君。 

○１０番（清水正照君）  ありがとうございました。いずれにしましても、スピード感と連帯感を持

って取り組んでいただきたいというふうに思います。要望して、一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、清水正照君の質問を終了いたします。 

 次の質問者の予定が11時10分でございます。大分時間余裕がありますが、11時まで暫時休憩をい

たしたいと思います。それでは、再開は11時を予定いたします。 

（午前１０時４１分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（池田喜八郎君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１０時５９分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 古 川 文 雄 君   

○議長（池田喜八郎君）  ９番 古川文雄君の質問を許可いたします。 

 ９番 古川文雄君。 

○９番（古川文雄君）  失礼いたします。議長さんより発言のお許しをいただきましたので、通告に

基づきまして、２点につきまして質問をさせていただきます。 
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 １点目でございますけれども、鮎釣りとラフティングの調整と市の活性化についてでございます。 

 長良川は、私たち自慢のできる、日本一の清流であります。市内の長良川でとれる鮎は「日本一

郡上鮎」として、全国唯一、地域団体商標登録されております。また、ラフティングボートによる

川下りにつきましても、市内南部を中心として、日本でも最もよいフィールドと聞いておるところ

でございます。 

 市内建設業者の若手経営者の方で、ことしの５月からラフティングの営業を美並で始められ、大

変張り切っておられるところでございます。十数年前からラフティングボートが郡上市南部を中心

に行われておりますけれども、近年、ボート関係会社の増加とともに、市外、東海、関西地方等々

からラフティングに来られる若者、中でも大変女性の若い方々が目立つわけでございますけれども、

その方々を初め、最近では中学生の体験学習等々の方々もふえ、来客者が急増をいたしておる状況

にあるわけでございます。 

 そのような中で、ボートと鮎釣りとの間でトラブルが発生し、以前から両関係者で郡上水上安全

協議会等の会合時に調整会議が行われてきたものの、近年はボート数の急増とともに、協定を守ら

れないボート会社もおられ、郡上漁協組合としては最大の問題として取り上げられておられますと

ともに、市内南部地域の住民の日常生活においても尐なからず影響が出てきている状況にあります。 

 市外から釣りに訪れられる有料者のみの売上状況も、平成６年の美並支部の売り上げが3,032万

円ありましたのが、昨年の平成22年には926万円と、３分の１以下の売り上げと、深刻な状況とな

っております。同じ対比の郡上漁協の全体の数字を申し上げますと、平成６年度には１億4,066万

円ありましたのが、平成22年、昨年度には8,468万円ということで、平成６年に対しまして約40％

減となっているというふうに聞いておるところでございます。 

 そのような中で、昨年４月５日に、郡上漁業協同組合長さんと郡上市自治会連合会長さん両名で

もって、郡上市長さん、県知事さんに、鮎釣りとラフティングの調整についての嘆願書が、流域住

民9,653名の署名を添付して提出をされたと聞いております。その後、その取り扱いについてはい

かが対忚されたかお尋ねをいたします。 

 ことしも鮎釣りとボートのシーズンに入っておりまして、先日、５月下旪には、美並町の長良川

におきまして、ボート関係者と地域住民のトラブルも発生しまして、大変恐怖感とともに、心配を

されている状況にございます。 

 市長さんは昨年のボート関係の一般質問の答弁の中で、鮎釣りとボートとの共生・共存と発言を

されておりますが、私も今の現状を踏まえますときに、共存共栄というふうに思っておりますが、

嘆願書にもありますように、市として対忚いただかないと、今のままでは長良川の現場においては

大変危惧される状況にあります。 

 河川を利用するのは自由使用の原則は存じておりますけれども、両者はそれぞれ利害関係、課題
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を抱え、市民のトラブルも発生しております。この現状に対処するには、全国の中でも特に長良川

と吉野川というのは全国的に有名でございますけれども、その徳島県の吉野川の沿線市等におきま

して取り組まれております、市のみではなく、警察署にも入っていただきながら、積極的、早急な

仲介、調整をいただき、協定書締結までの対忚、対処が望まれるところでございますけれども、市

長さんいかがでしょうか、お尋ねいたします。 

 現在、ラフティング関係会社は約20社くらいあるというふうに聞いておりますけれども、市内へ

のボート関係者の入り込み状況と子宝の湯、フォレストパーク等の利用は存じておりますけれども、

市内への経済効果、市場規模等をどのように把握されているかお尋ねをします。 

 また、市にとって、ごみとトラブルだけではなく、法人税等の税制面での収入、産業振興上にお

いて、郡上市にメリットのある方向をボート関係者への対策等、積極的な働きかけが必要であると

思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。 

 以上、まず１点目、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  古川文雄君の質問に答弁を求めます。 

 日置市長。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思います。 

 ただいまお話のございました、長良川におきますラフティングと鮎釣りの調整ということでござ

います。大変大きな問題であると、課題であるというふうに考えているところでございます。 

 お話がございましたように、昨年の４月に、たくさんの方々の署名を添えた漁業協同組合長さん

と自治会連合会長さんの名前によります、いわゆる嘆願書というのをお受け取りいたしたわけであ

りますけれども、それからどうしたかと、こういうことでありますが、私ども市といたしましては、

庁内の関係課を集めまして、その関係部局で構成をいたします河川利用調整会議というものを設け

て、いろいろと検討をしたところでございます。 

 嘆願書の中に、何らかの法的規制をしてほしいと、こういう趣旨が盛り込まれておりましたので、

まず一つは、そうした面も検討をさせていただきました。ただいまお話がございましたように、河

川は自由使用ということが原則でございまして、しかも、この長良川の場合は県管理河川というよ

うなことでございます。郡上市の条例でもって何らかのことができるかというようなことをいろい

ろ検討しましたが、法的にはいろいろ課題、問題が多いというふうに認識をいたしているところで

ございます。 

 そうした法的な規制という道に一気に進むのではなくて、私はこれまでも申し上げておりますよ

うに、まずは当事者同士がよく話し合っていただいて、何とか共存共栄の道を探るということが最

善であるというふうに考えているところでございまして、それぞれ市の関係部局、例えば農林水産

部は漁業協同組合、それから商工観光部はラフティングの協議会、現在この長良川ラフティング協
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議会は、御承知のように、ラフティング組合というふうに名称を変えられましたけれども、こちら

の関係者と接触を図りながら、もともとこういう、この嘆願書を受け取った時点でも、ラフティン

グ協議会のほうは、一忚自分たちの自主規制として、一定のラフティングのコースであるとか、時

間帯であるとか、あるいはその組織に所属しているボートには、どこの会社のボートであるかとい

うことがわかるように番号もつけると、こういうような一つの姿勢を示して、それをいわば郡上漁

協のほうへも、一種のこういう形で私どもはやりますからというような形で申し合わせといいます

か、そういうようなものが成立をしておったわけでございますので。 

 私どもといたしましては、問題は、漁業協同組合のほうから言わせれば、その事項が守られてい

ないというところに問題があるというようなお話もございましたので、何とかもう尐しそうしたこ

とを申し合わせ事項というような形でなくて、私ども例えば郡上市が立会人となって、三者の協定

というような形に持っていって、しっかり取り決めを守っていただくというような形にできないで

しょうかというお話をそれぞれの当事者に申し上げてきたところでございます。 

 そういうことで、何とかその話し合いの機会を探ってきておるところでございますけれども、最

近の情勢は、若干一部感情的な、両者における感情的なすれ違いといいますか、そういうようなも

のもあるようでございまして、今年度ももうシーズンを迎えるわけでありますが、残念ながら両者

の関係は改善を見たというわけにはいかないという状態にあるわけでございます。 

 去る５月18日に郡上市の水上安全対策協議会というものが行われました。これは、郡上市内の河

川の利用に当たって、シーズンを迎えるに当たって、関係者が集まりまして、長良川やその他の河

川でございますが、川の利用についての、安全に利用するということと、それから環境を汚さない

ようにするということで、環境を保つということ、こういうために設けられた協議会でありますが、

もう一つ、当事者同士が仲よく利用すると、こういうことも大きな柱でございまして、いろんな今

年度の事業計画等が話し合われたわけであります。私も出席をしておりましたが、その際に、漁業

協同組合長さんのほうから声をかけられまして、このラフティングの組合の代表者に、もう一遍よ

くトップ同士が話をしましょうよということで、この前は別れられたところでございます。 

 そういうことで、私どもとしましては、まず両者の話し合いがもう尐し進むことを期待しており

ますが、その際も申し上げましたが、いつでも私ども郡上市、あるいは今御指摘がありましたよう

に警察署といったような公的機関が、そうした話し合いの中に加わって話し合えるようであれば、

いつでも立ち会いなり、そういう仲介といいますか、そうした労はとらせていただきますよという

ことを申し上げましたし、そういう気持ちで現在いるところでございます。何とか両者が話し合い

をしていただいて、共存共栄という形で調整されるように期待をしておりますし、必要な努力は私

ども市としても今後ともしてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、二つ目の御質問でございますが、ラフティング、近年大変盛んになってきておるわけ
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でございまして、これが郡上市の経済等にどう影響しているか、それをどう把握しているかという

ことでございますけれども、確かに大変このラフティングを事業としてやられる方がふえました。

御指摘のように、ことしからは市内の建設業者の方も１社、事業参画をされたところでございまし

て、このラフティング組合という形で組織化されている事業者は16社ではないかというふうに把握

をいたしておるところでございますが、こうした事業がどういう効果があるかということでありま

すが、一つは、雇用の面で一定の効果はあるというふうに思ってます。大体従業員の皆さんが80人

ぐらいいらっしゃるということですが、そのうちの20名ほどは郡上市の市民の方を雇用しておられ

るというふうに聞いております。 

 また、その入り込みの方、入り込み客といいますか、そうしたラフティングを体験された方は、

平成22年の観光統計では全体で２万900人ほどであるというふうに承知をいたしております。 

 そして、そういう方々の中で、美並にございます子宝の湯温泉を利用される方が相当数あるわけ

でございますが、22年度の入館実績は、このラフティングの体験者で子宝の湯に入られた方は１万

3,000人ばかりということで、子宝の湯の利用者のおおむね１割というシェアを持っているという

ことではないかというふうに思っております。 

 一方、美並には、フォレスト美並というようなレクリエーション施設といいますか、それもある

わけでございますが、こちらのほうは、ラフティングの関係者が利用されることがないわけではな

いと思いますが、そういう区別をしていないので不明であるという報告も受けておるわけでござい

ますけども。 

 こうした方々が利用をされているということでありますので、今の子宝の湯の利用を初めといた

しまして、相当数の地域に対する経済波及効果というものは一定数あるだろうというふうには認識

をいたしております。あるいは雇用という効果もあるわけでございますが。例えば地元でお弁当等

を調達されるかどうかというようなことでありますが、これも以前は相当あったようでございます

が、近年はラフティングの体験料を安く設定しておられるというようなこともあり、また、そうし

た弁当を出さないシステムになってるというようなこともあって、余りそうした波及は近年はない

というふうにも聞いておるところでございます。 

 こうしたことで、金額的に算出はいたしておりませんが、いずれにしろ、一定の郡上市の地域経

済に一つの波及効果はあるものであるというふうに思っておるところでございます。 

 法人関係の税といいますと、郡上市にとっては法人市民税でございますけれども、これについて

は、現在、郡上市内に籍を置いておられる法人は３社ほどでございまして、このうちの平成22年度

の納税額は、３社の合計で、いずれも法人の均等割という申告でございまして、３社合わせて23万

円ほどであったというふうに把握をしているところでございます。 

 先ほどから申し上げましたように、最善の道は、長良川の鮎釣りという、私どもの地域が従来か
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ら大切にしてきた地域資源、あるいは川の活用の仕方というものと、近年盛んになってきて、特に

若者の間で人気のあるラフティングというものが、両者のお互いの立場を尊重する、そういう話し

合いの中で調整点を見つけて、共存共栄していくことが必要であるというふうに思いますので、今

後とも郡上市としても両者の間に立って、なすべき役割を果たしてまいりたいというふうに思って

おります。 

（９番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  古川文雄君。 

○９番（古川文雄君）  細部にわたりまして御答弁いただきまして、ありがとうございました。まさ

に今市長さんおっしゃっていただいたように、今ここまできますと、お互いかなり感情論が深まっ

ておるということ、それから両者の共存共栄ということが基本だという中で、いかに業者同士の話

し合いではもうつかない状態にきてるんじゃないかなと思いまして、本当に大変なことだと思いま

すが、9,653名の嘆願の意見が出ておりますように、市長さん今答弁いただいたところでございま

すけど、その仲介役として入っていただいて、ぜひとも調整をいただきたいと。 

 そのためには、両者の納得できる部分のいかに知恵を出しながら、その案づくりをするかという

ところが課題になるところかと思いますし、私たちも地元に住んでおりますので、昔からの顔ぶれ

もわかっておりますので、協力できるところは全面的に一緒になって努力をしていきたいなという

ふうに思っておりますし、先ほど申しましたように、つい最近もトラブルと言いましたけども、つ

い最近の話題も、背中をわしづかみされたり、車のキーを抜かれたりというようなトラブルも現実

つい最近発生しておりますので、そんな深刻な状況でございますので、それぞれお忙しい中、大変

だろうと思いますけど、ぜひとも市のほう、また警察のほうにも入っていただき、呼びかけていた

だきながら、ぜひとも調整をよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

 また、先ほど郡上市にメリットのあることをということで、市長さんにも今御答弁いただきまし

たけれども、これにつきましても、美並村の時代から、ぜひとも地元にメリットのあるようにとい

うことを申してまいりましたし、税制面におきましても、前からも、村の時代からも言っておりま

すけども、ぜひとも十数社、５社以上あるわけでございますので、３社と言わず、全社が郡上に法

人税を納めていただけるような御指導もぜひともお願いしたいなというふうに思ってますし、また、

それ以外にいろんな面で、地域に活性化になるような御配慮もよろしくお願いしたいなということ

をお願い申し上げまして、この質問につきましては終わらせていただきます。どうかよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、２点目の質問に入らさせていただきます。 

 太陽光発電システムの普及と補助助成についてということでございますけれども、これにつきま

して、東日本大震災とともに原子力発電所の事故が深刻さを増し、このことが世界じゅうで原子力
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発電への是非等が話題となっておりますとともに、節電と新エネルギーのあり方を考え直す機運が

大変高まってきております。 

 昨日の質問におきましても、自然エネルギー問題が話題になっておりますけれども、そのような

中の一つとしまして、太陽光発電システムが大変注目をされまして、東日本大震災で被災された体

験談の中で、電力会社からの送電の停電中に太陽光発電を自立運転させまして、炊飯器、電気ポッ

ト、テレビ等が利用できまして、近所の人たちも大変喜ばれ、大きな反響があったというふうに報

道をされております。 

 このように大変注目を集めてきておりますとともに、先日のフランスのサミットにおきましても、

菅総理大臣は、日本で太陽光発電を1,000万個増設すると発表されております。 

 通常の一般家庭で太陽光発電システムを設置しますと、例えば出力３キロワットのシステムを設

置した場合、家庭の平均電力需要の５割から６割が賄えるという計算のようでありまして、その場

合の工事費込みの価格は、３キロワットの場合ですと約200万円弱が標準のようであります。参考

までに、１キロワット当たりの設置費、いわゆる工事込みの設置費は、約60万円から65万円ぐらい

というのが標準のようであります。 

 中部電力さんとの一般住宅の契約容量は、一般的には４キロワットから５キロワットが普通だと

いうふうに聞いております。太陽光発電システムが動き出すと、電力会社に支払う電気代が大幅に

減りまして、余った電気を電力会社に売り、収入が新たに入るというふうに聞いております。現在

の中部電力さんの買い取り電気料金は、１キロワット当たり42円というふうに聞いております。市

内においても普及しつつあるようでございますけれども、市内の太陽光発電を設置されている普及

状況はいかがか、どのように把握されてるかをお尋ねいたします。 

 昨年、市内で公共施設第１号として、美並の郡南中学校に太陽光発電設備を設置いただきまして

感謝をしておりますが、設置後、間もなく１年を迎えようとしておりますが、電力収支と成果、教

育的効果はいかがかお尋ねをいたします。 

 自然エネルギー、教育的な観点から、まず市の公共施設、学校教育施設からこの発電システムを

導入することにより、設置に当たり、国、県の補助も対象になろうかと思いますし、広い意味から

導入設置が望ましいと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

 このシステムに対する一般家庭の国の補助制度は、ことし、平成23年度におきましては、１キロ

ワット当たり４万8,000円が国から補助されるというふうに聞いておりますけれども、県の補助は

現在ないようであります。県内の数市町で助成をされておりますけれども、岐阜市とか、中津川市

とか、安八町等で一般家庭の設置費用の一部を助成されております。国の補助施策とあわせまして、

このシステムに市の補助金が助成されることによりまして、設置家庭が一気にふえると見込まれて

おりまして、あわせて、設置することによりまして大変節電意識の向上が上がるというふうに聞い
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ておりますし、ひいては郡上市の地域経済対策活性化にもつながっていくというふうに思っており

ます。自然エネルギーである太陽光発電システムへの市からの補助を望まれている方が大変ふえつ

つありますけれども、市として補助、助成をしていくお考えはいかがでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

 以上、２点目、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  蓑島商工観光部長。 

○商工観光部長（蓑島由実君）  ただいま太陽光発電システムの普及、あるいは助成というようなこ

とについてのお尋ねでございます。郡南中学校の例については、教育委員会に譲るとしまして、そ

れ以外の部分についてお答えをさせていただきます。 

 太陽光発電システム、この売電については、中部電力と契約を結んで、そうした売電をやってお

るということですが、そうした件数は、市内の一般家庭では129件、それから事業所で２件、合わ

せて131件と把握しております。一般家庭で申しますと、八幡町で50件、大和町で11件、白鳥町で

19件、高鷲町で９件、美並町で28件、明宝で５件、和良で７件とした数字でございます。 

 特にこの設置の状況、ここ近年盛んなようでございまして、平成21年には18件、それから平成22

年には29件、この平成23年には８件ということで、この近年２年半だけでも全体の６割ほどを占め

ておりますので、ここ近年、特にそうした関心が高まっているということがわかります。 

 先ほどおっしゃるとおりに、この太陽光発電の設置には国の補助事業がございまして、１キロワ

ット当たり４万8,000円という助成金が出ております。通常、一般家庭では３キロワット、あるい

は４キロワット、中には５キロワットというような、そうしたレベルのシステムを導入する例が多

いようでございまして、例えば４キロワットですと、19万2,000円の国庫補助ということになるか

と思います。 

 現在、岐阜県内で、そうした市町村独自で国庫補助に上乗せをして、この太陽光発電システムの

設置に補助金を交付しているところが20市町村ございます。その状況もそれぞれまちまちでござい

まして、例えば１キロワット当たりの助成額が２万円のところ、３万5,000円のところ、５万円の

ところ、また一番最高のところは20万円というところも中にはございます。また、その補助金の上

限についても、さっきは１キロワットを申し上げましたが、今度は補助金全体の上限額としては、

６万円のところ、12万円のところ、14万円のところ、20万円のところと、これもまたまちまちで、

それぞれの判断があるようでございます。そうしたことで、社会全体が今そちらへ関心が向いてる

部分があるかと思います。 

 先ほどお話もございましたとおり、今政府のほうでは、新エネルギーの普及を大変政策の前面に

打ち出しまして、推進しようとしておる、そうした姿勢がございますので、市としてもそうした推

移を見守りながら、これからのことを考えていきたいというところで、注目しているところでござ
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います。 

 なお、今、市のリフォーム補助金がございますが、その中に太陽光発電システムの設置について、

一部助成の対象として認めている部分がございます。架台と言いまして、パネルを取りつけるもと

の土台のところ、それから設置の工事費、この部分について補助対象として認めております。１例

で申しますと、この補助対象の分で、10万6,000円のリフォーム補助金を得たというような例もあ

るわけでございます。 

 そうしたことで、今市としては、非常に将来にわたって有効な自然資源であり、また最近の関心

も高いということで、こちらへはぜひ注目をしながら、今後の推移を見守っているところでござい

ます。 

○議長（池田喜八郎君）  常平教育次長。 

○教育次長（常平 毅君）  それでは、私のほうから、郡南中学校の設置の電力の収支、あるいは成

果について御報告を申し上げます。 

 郡南中学校の太陽光発電につきましては、事業費約2,200万円で、校舎の屋根にパネルを104枚取

りつけまして、19.76キロワットの設備を設置してございます。昨年の７月から稼働しておりまし

て、11カ月を経過したところでございます。 

 そのシステムとしましては、先ほどもございましたように、余剰発電分を売電するというシステ

ムでございます。当初、設置費に年間発電量約１万6,000キロワットの想定をしておりましたが、

この５月までの11カ月間で約２万1,000キロワットで、想定を大きく上回っておるという状況でご

ざいます。発電量につきましては、天候に左右されるとこがございまして、昨年の郡南中地点の日

照時間等をもう一度調査してみたいというふうには思ってございます。 

 それから、ほかの事例から申し上げますと、学校の年間の使用電力量の当初12％から27％程度を

節減できるというふうに思っておりました。11カ月間の調査では約27％節減となってございます。 

 それから、電気料のほうでございますが、設置しました22年の７月から11カ月間でございますが、

その前の年の11カ月間と比較をさせていただきますと、電気料金としまして、11カ月間で29万

9,996円減尐してございます。それに売電額につきましては８万9,304円、合わせまして38万9,300

円というふうになるわけでございますが、１カ月当たり約３万5,000円、年間にしますと約42万円

節約となっているということでございます。ちなみに、郡南中学校の平成21年度の年間の電気料に

つきましては約190万円でございます。そういう状況が今の郡南中学校の11カ月間の状況でござい

ます。 

 教育的効果としましては、図書館に端末から発電量が確認できるように、その自然エネルギーを

活用することが二酸化炭素の排出量を削減するという、地球環境保全に役立つということを体感的

に理解することができるような設備が図書室に置いてあるということでございます。ですから、一
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般的には教科書でもって、そういった写真でもって示されているわけでございますが、郡南につき

ましては、その設備やその発電量などを具体的な素材や資料として示すことができているというこ

とでございます。 

 今日的な課題でございますので、そういったことを実感的に理解させるという面におきましては、

大変学校にとっては有意な施設であるというふうに考えてございます。 

（９番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  古川文雄君。 

○９番（古川文雄君）  ありがとうございました。細部にわたりまして答弁いただきまして、ありが

とうございました。 

 まず１点ですが、特に市のほう、県内、まず20市町村ほどが助成されておるということ。また、

今答弁ですと、県の、国の推移を見てからというようなことがございましたし、あわせて住宅リフ

ォームと関連できればというお話も可能だということがありましたが、ぜひともその辺を市民の皆

さんに向かって、ＰＲいただかないと、その辺が理解不足の面があるんじゃなかろうかというふう

に思いますので、その辺もお願いしたいと思いますし。 

 もう一点、公共施設とかを優先して設置したらどうかという質問をさせていただいて、その答弁

まだいただいておりませんので、それひっくるめまして、公共施設と教育的施設から優先的に、こ

ういう施策もあるから設置したらどうですかということをお願いしたところでございます。その答

弁をまだいただいておりませんので、そこらひっくるめて、市長さんのほうから答弁いただけたら

ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  今回、東日本大震災、原発事故というようなものを契機として、大変自然エ

ネルギーというものが脚光を浴びているわけでございます。その中でも太陽光発電というものが非

常に大きな注目を浴びてるわけでございます。こういう、ともすればいろいろと何かございますと、

全体的にまた一方のほうへ何もかもなびくという面もございますが、私は太陽光発電についても、

太陽光発電の電池を屋根に上げますと、大変クリーンなエネルギーでございますけども、それをつ

くるまでには若干ＣＯ２も出るとかいうような問題もございますし、また、大変今の太陽光発電は、

国や公的な団体の相当多額な補助金というものに支えられて成り立ってると。 

 そしてまた、かなり、例えばキロワット当たり42円というような社会的な政策による電力会社へ

の売電というような、それをまた一般の電力料金に転嫁されるというような仕組みの中で成り立っ

てるというような、このエネルギーの全体像というものをよく冷静に見ながら、これを活用してい

くという視点は忘れないで持っていく必要があろうというふうに思っておりますが、結論として申

し上げると、今そういう形で、市内においてもいろいろと活用の面があるようでございますので、
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方向としては、市としても今後補助というようなものについても前向きで検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 また、公共施設についても、もちろんそうしたことが必要でございますが、これも一つ要件がご

ざいまして、そうした補助等が得られるものについて、また適切な機会、施設について考えられる

ものについては活用を図っていくというふうな方向で考えてまいりたいというふうに思います。 

（９番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  古川文雄君。 

○９番（古川文雄君）  細部にわたりまして、どうもありがとうございました。以上をもって終わり

ます。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、古川文雄君の質問を終了いたします。 

 昼食のため暫時休憩をいたします。再開は午後１時を予定いたします。 

（午前１１時４１分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（池田喜八郎君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ０時５９分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 山 田 忠 平 君   

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君の質問を許可いたします。 

 ７番 山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  ありがとうございます。 

 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 今回の東日本の震災におきまして、本当に日本国民を挙げて、あるいは原発問題に関連してでは

世界の世論を動かすような、そういった関心を起こす、そういった大きな、日本にすれば国難、そ

のようなとこであります。３カ月が進みましたけども、まだまだきょうに至るまで、私が一番心を

痛めておるところは、八千余名に当たる行方不明の皆さんがまだ見つかってない。そして、本当に

一刻も早い御家族、肉親の皆さんと一緒に対面ができるように、本当に心から祈り、心を痛めてい

るところであります。お見舞いを申し上げます。 

 さて、今回の議会におきましても、皆さんそれぞれ震災に絡んだ教訓に関係するところの関心の

ある質問が多く出されているところであります。もちろんこれは重要なことでありますので、それ

ぞれが、皆さんが取り組んでみえる、また関心のあることだと思うところであります。 

 しかし、いまだ３カ月たっても、国といいますか、政治の判断、決断、あるいは責任、そういっ

たことについては全く国の国政といいますか、そのところに不信、不満を抱いているところであり
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ますが、そのことにしっかり政治に取り組む者は、いかなるときにあっても、時の判断、あるいは

決断、そして責任、そのようなことをしっかり持って取り組むべきだと思います。行政政治の信頼

というものは、すべての情報の公開、あるいは責任を持ってそういったことに当たるということが、

地方行政にも大きく求められるとこであり、私もそういったことについて、微力でありますけども

取り組んでいかなければならないということを肝に銘じております。 

 さて、今回通告いたしました、それぞれ皆さんが質問されておりますので、１点のまず、東日本

大震災を教訓に、市の対忚のことについて質問するところでありますが、防災面のこと、見直しと

か、あるいは検証、行政内部のこと、そのことにつきましては、もう既に回答が出ておりますので、

１点でありますけども、火災防水、防火の関係の防災で、たまたま八幡の市街地のことであります

けども、島谷用水を中心としながら水利網の整備がされたということでありますが、すべて終わっ

ておる予定だと思いますけども、特に新栄町、住吉町、城南町、中野方面に至るところの用水の水

量がなかなか年間通して確保ができないということでありますが、その辺のところの調整はどこで、

どのようにされているか、まずもって１点、総務部長にお伺いをいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君の質問に答弁を求めます。 

 服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  今水路整備の関係の水量ということでございますが、今言われましたよ

うに、市街地における水路整備についてはほぼ完了してございます。その中で城南町から中野方面

の水量については、各自治会に水量調整をお願いしているというところでございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  用水ができても、もとからの入る水のことがありますので、なかなかその辺

難しいと思いますが、自治会あるいは水利組合等で責任を持ってそういった管理をしていただけれ

ば、その辺のことはしっかりと地元の方々に理解を得ていただく必要がありますので、よろしくお

願いをいたします。 

 続きまして、１番の２点目でありますけども、この災害を契機に新たな市の取り組み、もちろん

今までは見直しとか、それから今後協議をされることがあろうと思いますけども、過日、ＪＡとの

中濃５市の協定、あるいはいろいろとそのような関係の機関との取り組みをされておるわけであり

ますけども、そういった新たな取り組みがあれば、まずをお伺いいたしたいということと。 

 それから、これは、今回の震災におきまして、特に重要な医療機関のことで、いろんな調査の報

道がされておりますが、特に病院のことですけども、大災害が起きて、非常時の場合の自家発電が

それぞれ整備してありますが、もちろん電力ばかりでなしに、食糧のこと、いろんなことがありま

すけども、こういった場合のいちばん災害が起きて次の行程が動き出すまでの間というのは72時間、
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つまり３日ということでありますけども、３日間、そういったことが対忚できなければ、そのこと

については、また大きな２次災害が起きるということでありますので、そういったライフラインの

ことがどの程度機能が維持できるかということを、しっかり取り組んでおかなければならないと思

います。 

 これは、県においても六つの病院、これは災害拠点の指定病院といいますか、そういったとこに

おいて、また、これからもそういったことの実態把握ということが出ておりましたし、もちろん郡

上においては、これは市民病院が、県の中核指定はしてなくても、一番大事な病院だと思いますが、

そういったことに対する災害拠点の病院、あるいは一般の公共施設も含めて、自家発電装備がどの

程度されているか、あるいはそういった緊急の場合にどの程度、例えばさっき言いました３日間と

いうのは本当に確保できるんだろうかということを思いますが、そういう対策がどうとられている

か、その辺も含めながら、総務部長にお答えをお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  まず、それでは災害協定の関係でございますが、まず災害協定は、現在

24の関係団体と協定を結んでございます。特にことしの５月には国土交通省中部地方整備局という

ところとその協定を結んでございます。また、ＪＡめぐみのとか、生活必要物資の調達という形の

相互忚援協定を締結しておると。また、そのほかには、東京都港区と三重県の志摩市との友好都市

提携を結んでおる中で、その中で相互忚援体制ということを結んでございます。志摩市については

６月30日ということで、今回結ぶという形でございます。 

 また、今回、このような広範囲にわたる地震災害や特に放射能被害のような広域的被害の発生状

況を見まして、郡上市においても、東海地震とか、近隣の原発災害による被害想定地域以外の自治

体との協定を結んでいくことを検討していく必要があるのではないかなというふうに考えてござい

ます。 

 また、自家発電の関係でございますが、公共施設の自家発電設備の整備状況においては、まず78

カ所中、主な施設78カ所中、病院等48カ所が整備してございます。今それぞれ月に１回から年４回

ほど、稼働的な検証も行っておるということでございます。 

 また、市民病院においては、72時間までは至りませんけど、48時間ということで、無休で稼働で

きるという状況でございます。また、これは復旧できれば継続できるということで、無休の状態で

２日間という状況でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  国あるいは県においても、そういった３日間72時間ということがいろいろと

言われておりますので、そういったことも含めながら、48時間というと２日ですけども、本当に大
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きな今東日本のような災害が起きた場合には、ああ、想定外だったということでは通りませんので、

そんなことを含めながら、極力そういったことの対忚ができる形に向かってのことの取り組みもひ

とつよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 続きまして、市長にお伺いいたしますが、原発に関しての市、あるいは市長の考えであります。 

 まず、きょうの報道にも、イタリアの脱原発ということで国民投票がされて、90％ほどの賛成と

いうことで、その原発に対する反対、脱原発ということの方向に向かう結果が出されたわけであり

ますけども、他にドイツ、あるいはスイス、そういったところが、将来的に国内の全原発を停止を

決めているということ、そういったことに続いての今回のこういった報道でありますけども。 

 実を言いますと、私、この前言わせていただいたんですが、日本の原発の関係ですけども、54基

確かあるんですけども、現在は、私が言わなくてもそれぞれ御存じだと思いますが、停止の基が35

基停止しておって、運転中は19基なんです。そして、これから建設しようというものは13基ありま

す。そういったことを考えながら、そして岐阜県、あるいはこの郡上市のことを考えると、特に近

隣の福井県でありますけども、これは原発が13基、一番都道府県の中では多いんです。それがこの

岐阜県の近隣にあるということなんであります。 

 そういったところで、県のほうはこういった情報について、各近隣の電力会社、福井、石川、そ

れから北電、もちろんそして日本原子力発電所のそういったところの県への通報の体制、そういっ

たことを開始したということで、この前も報道にありましたが、いろいろと情報公開と通報、それ

から今後どうするかということについてもより一層のこれ連携をしながら、あるいは情報交換しな

がら対忚を進めるようなことが今回されておるわけですけども、それに伴う市の対忚もあるんです

が。 

 いずれにしましても、そのことについて、きのうもいち議員のほうから、それぞれのトップの

方々の原発に対する考えはというようなことで、なかなか不明が多いというようなことがありまし

たけども、改めて私のほうから、日置市長は将来的に向かって脱原発なのか、あるいは原発を推進

なのか、そのことについてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  昨日も申し上げましたが、原発というものをどうするのかと、こういうこと

でございます。私も気持ちといたしましては、現在、東日本大震災で福島第一原発があのような事

故を起こしたわけでありますから、非常に不完全なものであったということからは、これを将来へ

向かって、今のような状態のままで拡大をしていくというようなことは適当ではないというふうに

考えております。 

 昨日も申し上げましたが、今しかし直面している問題は、現在、日本の電力の約29％、約３割近

くを原子力発電が供給をしているということ。そして、今お話がございましたように、かなりのも
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のは休止をしたりいたしておるわけでございますが、稼働中というものもございます。原子力発電

所は一定の期間ごとに、いわば定期点検ということをやりますので、報道によりますと、もう日本

じゅうの原子力発電所がそういう定期点検等のために運転停止をするのは間近、すべて間近であり

まして、今一番直面しているのは、こういう状態で浜岡原発がああいうプレート型の大地震を受け

やすいところにあるということで停止をされましたけれども、その他のものは、稼働中のものは一

忚そのまま稼働してるわけでして、それが定期点検に入るということでありまして、それが定期点

検に入ったときに、再び立ち上がるときに、本当に安全なのかということが問われるわけでありま

して。 

 報道によりますと、現在、例えば福井県内で定期点検に入っているもので、もうその点検が終わ

ったものであっても、現在のところ福井県知事は、なお安全において不安であるから、知事として

はオーケーが出せないと、こういうことを言っておられます。したがって、これからそういう形で

点検等で休止に入るものについて、これが立ち上がるときに、一定の納得できる安全度というもの

がなければ運転はできないと、こういうものではないかというふうに考えております。 

 私は、そういうことで、今回の震災による原発事故というものの中で、国民が納得し得る安全性

というものが確保されない限り、原発の運転というものには慎重であるべきであるし、また、今後

の原子力発電の新規のものの設置というようなものにも慎重でなければならないというふうに考え

ております。 

 ただ、この電力の供給ということも非常に大切なことでありまして、急激に国民が、節電とかい

ろいろして対策というのはとっていかなければなりませんけれども、日々日常、電力というものは、

例えば先ほども問題にされましたように、病院において大切な患者の生命を守ってるような電力と

か、そういうものもあるわけでございますので、そうしたものの中で冷静に考えながら、現実的な

選択を国民がしていかなければならないというふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  今、世界的に脱原発の方向に向かう方向にあるようであります。もちろん

大々的な電力の量についてはいろんな問題があろうと思いますが、今市長も言われましたけども、

日本自体も原子力発電所の廃棄物なんかも全く受け入れが今ない状況の中で、事実そういうことを

皆さんが思いながらやるんであれば、どっかが受け入れるはずだけども、それも受け入れないとい

うことは、全くまだ原子力というものについては、私は100％安全ということはない、もちろんす

べてのことについて100％ということはないと思いますけども。今そういった中で、非常に慎重に、

また、先ほどからそれぞれ言われておりますところの自然エネルギーに対しての真剣な取り組みを

それぞれ取り組んでいかなければならないなということを特に思っておるところであります。 
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 福井県の知事さんも、特にあそこは古いのがありますので、そういったものを含めながら30年、

40年、そういったことが非常に心配されるということを含めながら、なかなか今現時点でとまって

いることについての再運転については、再開が認められないような状態であるということがありま

すので。これは、そういうことになってきますと、幾ら54基あって、またこれから建設中の13基も

含めていくと、なかなか将来的に日本の原発に対する考えを今後どうしていくかということについ

ては、非常に大きな課題であろうと思っておりますので、今いろいろそれぞれ聞かせていただきま

した。 

 また、先ほど言いましたように、県が隣接するところの中電、北電、日本原子力発電所等の体制

が、県がこの前、情報提供をしていくということの県のあれがありましたが、それからの市の対忚

ですけども、その下にあって、市はどうしていくかということがもう既にあったのか、今後ともそ

ういったことについて取り組みがされているのか、現状を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  今回、岐阜県知事が、この岐阜県を囲んでおります関西電力、あるいは北陸

電力、あるいは浜岡原発に関しては中部電力といった各電力会社に対して、非常に敏速にこの原発

のいろんな情報公開、あるいは情報連絡というものを要請されたということは、非常に私は適切な

行動であったというふうに高く評価をいたしております。 

 まだ具体的に、こういう各電力との間で話し合いをしたので、その結果について、市町村との関

係では、こういう連絡体制をとるよということは、県からはそういう説明を受けておりませんが、

むしろ私どものほうから県に対して、そういう密接な各電力との間の情報連絡体制をとられたとい

うことでありますので、いざというときのそういう情報連絡については、私たちもすぐそういうも

のを連絡してほしいということを要請すべきだというふうに思いますし、その点はそのようにお願

いをしていきたいというふうに思っております。 

 ただ、情報のルートといたしましては、現在電力会社は、もし原子力発電所の事故が起きた場合

には、即座に国へ通報をするということになっておりまして、国のほうからは地方公共団体、これ

は県に対しても、市町村に対しても、内閣の危機管理室から緊急情報ネットワークシステムという

ものを通じて、即座に県や市町村に第一報が入るようになっておりますので、片一方、こちらのほ

うのルートは、今回もそういうシステムを通じて、いろいろとそうした電子情報ネットワーク上の

通知があったわけでございますけども、そういうものはございます。今回の県のそうした特別の各

電力との連携体制について、またそれをぜひ市町村のほうへもそういう連携体制をとっていただく

ようなことは、お願いをしてまいりたいというふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 
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○７番（山田忠平君）  いろいろな通報、あるいは情報の入手の仕方があると思いますが、冒頭に言

いましたように、今の国のあり方については、全く国民もそういったことについての情報、あるい

はいろんな動きについては信頼性がない状況の中にあるんです。こうなると、そういう場合に、地

方公共団体でありますところの、そのトップであります市長も含めて、独断あるいは責任を持って

決断せんならんとこがあると思いますので、そういったことを踏まえながら取り組みもぜひともお

願いをしたいということであります。 

 次に、特に原発の関係のことで、放射能に対することですけども、なかなかこの放射能に対して

も情報が、今まで国が出してきたことについても、国民は一体、特に関係の東北の方々はどうなん

だろうということがあったようでありますけども。これはもうまさしく海外からすれば、日本のよ

うな小さい国は、日本じゅうが放射能汚染してるであろうというようなことの関係で、もう既に日

本国から脱出というようなことがありました。 

 そのようなことを踏まえて、我々郡上市としても、全く離れてるからいいわということではない

と思うんです。我が身に置きかえながら、すべてのことにそういったことを、危機管理を持ってく

るということでありますので、そのようなことを考えますと、特に放射能、あるいは原子力発電所

に対するそういったことの知識については、恐らく今までにそうったことは多分なかったんではな

かろうと思います。私も記憶にないんですけども、職員はもとより、市民も勉強しなきゃいかんと

思うんです。 

 そういったことで、いろんな勉強の方法があろうと思いますが、もちろん関係ある市民団体の方

も関心を持ちながらそういったことを、この前、美並でも開かれたんですが、そのようなことを開

催してみえますが、そういったことに過敏になり過ぎてはいけませんけども、しっかりと大事なこ

とは押さえておくということが大事でありますので、その辺の勉強に関することについて、市長の

お考えとか。 

 それから、特に放射能については、大人よりも子ども、妊婦さん、そういった方が非常にその影

響を受けるということで、しっかりとその辺のことの対策を考えていかなきゃいけないということ

でありますので。たまたまこの議会の補正予算で、郡上の北と南のほうに放射能測定器を買うこと

を発注されまして、対忚については賛成をするとこでありますけども、今までにも、そのときに質

問させてもらった答弁では、消防署のほうでは、蓄積の放射能の検知器と、それから１台は測定が

あるというようなことでありました。 

 そのようなことで、その物によっては、ある程度いろんな活用方法があると思いますので、例え

ば特に放射能になりますと、雤、雤水、水のことに関係が深いと思います。そういったことに集ま

る習性もありますので、これから子どもたちのプールの状況で、いろいろと心配する方はそれぞれ

心配をされますので、例えば１台ある、そういった測定器は、そういったプールの計測をするとか、
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そういったことにもぜひ使っていただきたいし、先ほど言いました勉強については、しっかりと大

事なところを押さえる。 

 そしてまた、いろんな組織でそういった勉強会をやられる場合には、行政も協賛なり、一緒にな

って市民に呼びかけながら、そういったことがより正確な情報で、また、勉強ができることを機会

に１人でも多くあっていただくというようなことがこれも大事かと思いますので、今こういった時

期に、その辺のことの押さえをしておく必要があるんでないかと思いますが、市長の考えを伺って

おきます。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  まず、原子力発電所対策というものは、これまでの常識といいますか、考え

方では、原子力発電所のおおむね10キロぐらいの間について対忚策をとればいいというような考え

方の中で、アルファベットの頭文字で言いますとＥＰＺと言いますけども、エマージェンシー・プ

ランニング・ゾーンということで、緊急事態が起こったときの対忚策の計画区域という意味なんで

すが、おおむね原子力発電所から10キロぐらいということであればいいというような考え方のもと

に、恐らく原発の立地県である福井県ですら、防災計画の中で一定の非常に狭い範囲の中で計画を

立てればいいというような中でやってきたと思います。 

 そういうことですから、ましてや離れている岐阜県の防災計画であり、あるいは郡上市の防災計

画においては、どこをひっくり返してみても、原子力発電所対策というものは実は載っておりませ

ん。 

 しかし、これが今回、完全にその常識がいわば覆されたといいますか、私たちの考え方を変えて

いかなければならないという状態になっておるわけでございますので、御指摘をいただいたような

ことを考えながら対忚策を講じていかなければいけないと思いますが、過日行われた全国市長会に

おきましては、そういう意味では、国はもっと固定的な放射線の測定基地をたくさん設けるべきで

あると、国の責任において設けるべきであるという提言もいたしました。 

 現在、岐阜県では、公的にしっかりした形で24時間365日、放射線の測定をいたしておりますの

は、岐阜県の保健環境研究所の１カ所だけでございます。きちっと精密な測定をしてるのはですね。

固定式のものですが。そういうことですから、私たちは一つは、国や、あるいは県といったような

ところでも、定点的なそういう観測網というものをもっときめ細かくつくってほしいという要請を

すべきだと思いますし、みずからもそうした、いざというときには放射線の測定ができるようにと

いうことで、今回とりあえず、そういうかなり精密な測定ができる測定機器２台を買いたいという

ことで予算を認めていただいたわけでございます。そういうことで、心配があれば、いろんな形で

そういうものによって市民の不安を取り除いていかなければいけないというふうに思っております。 

 それから、御指摘のように、今回全国的に、まさにそういう原発、あるいは放射能、放射線、こ
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ういうことが非常に一つの国民的な課題として出てきたわけでありますが、昨日も申し上げました

ように、放射能、放射線の恐ろしさを正しく恐れるということが必要であって、そういう意味では

私たちも、行政もそうですし、市民の皆さんにも勉強してもらうと、学習をしなきゃいけないと。

正しく放射能、放射線、あるいは原子力発電の問題、エネルギーの問題、こういうものを勉強して

いかなきゃいけないというふうに思います。いろんな市民の皆さんの学習の場、そういうようなと

ころへ、できるだけ一緒になって勉強できるようなことを考えてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  せっかく買う測定器であります。それは時期が相当何カ月もかかるようであ

りますけども、現在ある物でも結構ですから、そういったことの活用も十分していただくように要

請をしておきたいと思います。 

 それから、たまたま今の被災地へのボランティアの関係のことでありますけど、もちろん半径何

キロ圏内は立ち入りが禁止とか、いろんな規制がされておりますけども、それ以外にいろんな形で

放射能は広がっておりますので、特にボランティア、ボランティアということで行かれる方、もち

ろん気をつけないかんわけですけども、特にそういったことの中で、子どもたちが行くというよう

なことも一部ほかの報道もされておりますが、そういうことについても、放射能に対する注意も払

いながら取り組むということが重要だと思いますので、つけ加えておきます。 

 それから、特に中電の浜岡原発の停止による電力の不足、そのことについて、今議会の冒頭にも

市長もそういったことをいかに取り組むかということを含めながら発言をされておりますが、節電

のまだ対策目標が立ててみえるんであればあれですけども、そんなことも検討されておるのか、あ

るいは特に電力消費量がピークになる、１日の時間帯では午後１時から３時というようなことが言

われておりますけども、もちろんそのときの天候、いろんなことにかかわってきますけども、ピー

ク時の電力の消費量を減らす対策。もちろん空調面もありますし、照明の問題、いろいろなことが

考えられますが、そのようなことを市民への協力の呼びかけも必要だと思いますけども、まず市長

が対策会議、これからまだ開かれると思いますが、そういった方向に向かってどう指示をされてお

るかも含めながら、考えを伺っておきたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  今回の中電の浜岡原発の運転停止に伴いまして、電力的に非常に逼迫をして

くるということにつきましては、実は先日、中部電力の郡上の責任者の方がおいでになりまして、

資料を持って説明を受けました。 

 それで、おっしゃるところは、今中電といたしましては、浜岡原発が運転できなくなったことに
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よりまして、東電等へ融通してた電力の供給もやめるというようなことの中で、精いっぱい中電の

管内として乗り切っていきたいということでございます。企業の、産業の世界では、御承知のよう

に自動車産業等が、いわゆる土日休みというのを、木金休んで土日に働くという形で、尐しでも電

力のピークを平準化したいという動きがございます。 

 こういうことで、中電のほうからも御説明がありましたのは、特にこれから夏場に向かって、月

曜日から水曜日までの曜日の日の午後１時から４時までの間、この間が一番電力を、ピークを打ち

ますので、ぜひともいろいろと節電といいますか、電力の消費を尐しでもピークアウトしないよう

に御協力をいただきたいということでございました。 

 それで、そういう意味で、私ども郡上市としましても、特にそういう曜日、あるいは１時から

４時というような時間帯は特に気をつけて、節電あるいは電力のそういう削減ということに尐しで

も寄与するようなことをしたいということでございますが、現在、庁内にそういう節電の対策チー

ムをつくりましていろいろ検討しております。 

 既に例えば３階では、蛍光灯の列を一定程度間引きをすることによって、どの程度執務に影響が

ないかというような実験もいたしておりまして、その電力の何とか削減をしたいというふうに思っ

ております。あるいはいろんなアイデアを募ってもらっておりますが、例えば郡上市として、北部

のクリーンセンターの粗大ごみの破砕の機械の運転等をその時間帯、特に夏のそういう、真夏の暑

いときで、相当冷房等を使われそうな時間帯に、そういう臨時に、そういう時間帯は機械をとめて

別の作業をするというような形で、尐しでもピークを削減するというようなこともできるんじゃな

いかというような職員からのアイデアももらっておりますので、そういうでき得ることをしたいと

いうふうに思っております。 

 それから、もう一つ大切なことは、私どもとしては、市民の皆さんに呼びかけることであろうと

いうことでございまして、早速中電の所長さんにケーブルテレビに出てくださいよと。そのケーブ

ルテレビを使って、市民の皆さんに、特に一定のピーク時間帯に、例えばエアコンの温度を一定限

度調節していただくとか、それから冷蔵庫の使い方であるとか、いろんな細々とした家庭における

節電のお願い等もしたいということでございますので、そういうお願いをし、また、これはケーブ

ルテレビに限らず、いろんな意味で広報手段を使って、市民の皆さんに御協力を呼びかけてまいり

たいというふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  ありがとうございました。 

 続きまして、大きな丸の２番でありますけども、環境、自然エネルギーについての考え方であり

ますが、副市長にお伺いをいたします。 
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 質問の要項につきまして、それぞれの議員からもう既に済んでおることもありますので省きまし

て、ＬＥＤの問題、発光ダイオードの電球の問題ですね。それから、地中熱空調等の今後の普及、

その取り組み、あるいは特別省エネに対する対策としての郡上市の、自然豊かな地域での発想をい

かにまたいろんな地域の活力と合わせて、もちろん小水力の発電もそうですが、そのようなことが

いろいろとなされておるんですけども、そのことについて。まず公共施設にできるものは、先ほど

来、議員からも質問がありましたが、試行的にやっていく。 

 ＬＥＤの電気については、今これ本当に上から熱が結構暑いんですけども、熱を発しないという

こととか、あるいは電力の消費量も一般の家庭で全部すれば、54％カットできるというようなこと

もありますし、いろんな形のことがありますので、そのことについて、副市長のほうから答弁をい

ただきます。 

○議長（池田喜八郎君）  鈴木副市長。 

○副市長（鈴木俊幸君）  自然エネルギーの問題につきましては、これまでも種々の質問がございま

して、市長のほうから答弁したところでございますけれども、今まで１％の電力の需要というか、

供給であったというものを、これから広めていこうということでございますので、技術革新という

のは非常に進みぐあいが遅かったということは私どもは思っておるわけでございまして、これまで

は新エネルギーとしては原子力が中心であったと。そこで、どうしてもその他のものについてはお

くれてきてるところがあるんですけれども、一方では、国においても、あるいは市においても、新

エネルギーのビジョンをつくりながら進めるという方針を持っておりました。 

 要は技術力がどこまで進んでるかという問題もあろうかと思ってます。例えば太陽光発電につき

ましても、先ほどお話がございましたけれども、最もこの自然エネルギーの中では進んでおるよう

に見えますけども、まだまだランニングコストとしますと、パネルについては問題ないとしても、

機械部品、交流から直流に変える部品等を変えるには10年からそこらで300万円ほど要るとか、そ

ういったようなことありますと、せっかく取り戻せるような計算をしておってもできないというよ

うなこともあろうかと思ってます。 

 ＬＥＤにつきましても、当時ちょうどきめ細かなときに予算要求等々もありましたけれども、こ

れもかなり値段が下がってくるという予測もいたしました。特に今現在、日本じゅうの企業がそう

いったことに取り組んでおりますし、また、郡上の市内の方々も小水力発電、あるいはヒートポン

プ、ＬＥＤ、そういったことについての研究も始めたり、あるいは県の補助金をもらいながら、こ

れ国ですね、県のグリーンビジネス事業化総合支援事業というような補助金をもらいながら研究も

進めるといったようなことがございますので、それらを勘案しながら進めていきたいと思っており

ます。 

（７番議員挙手） 
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○議長（池田喜八郎君）  山田忠平君。 

○７番（山田忠平君）  時間が参りましたので終わりますが、たまたま太陽光パネルで24時間の飛行

が成功したということの事例がありますので、いろいろな形で日進月歩で進んでおりますが、ぜひ

ともまた今後の取り組み対忚をお願いして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、山田忠平君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 清 水 敏 夫 君   

○議長（池田喜八郎君）  続きまして、15番 清水敏夫君の質問を許可いたします。 

 15番 清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  お待たせはいたしていないと思いますが、時間的にも。議長から御指名を

いただきましたので、３点について質問をということで、定例会が始まる前から戦闘能力ばんばん

でおりましたが、かなり接点がそれぞれの質問に私のところとございまして、戦闘能力が最初は浜

岡原子力ぐらいあったんですが、きょうあたりになると小水力か風力発電ぐらいのエネルギーしか

ないというような状況になっておりますが、時間の範囲内で質問をさせていただきたいと思います

し、これソーラーではありませんけども、若干パネルを、データを用意してまいりましたので、後

ほどまた、説明して終わるかもしれませんけれども、よろしくお願いをしたいと思います。きょう

は市長さんに特に指名をさせていただいておりますので、どうかよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 まず、昨晩、報道の番組を見ておりましたら、例の３.11の大地震で、三陸最大の水産加工会社

の社長さんが、47歳ですけど、社員720人いると。もう全部工場もなくなってしまったということ

ですが、私はその720人を守ると、雇用したいということで、１カ月１億5,000万円給料が要るそう

ですけども、国の制度も借りながら、まず頑張ってみるということの姿を見て、本当に人間の力と

いいますか、パワーといいますか、そしてまた、ふるさとへの復興への思いといいますか、そんな

ことに非常に心を打たれました。余計一日も早い復興を心から願うばかりです。 

 そういう意味でいいますと、私たち郡上は、きょう現在におきましては、おかげさまと、そうい

った災害もなくて暮らしておれるということに感謝もしないかんし、また、力いっぱい頑張って、

そこを支援せないかんのかなというふうなことをゆうべ思って見ておりました。 

 さて、先般、限界集落のことで市長さんにお話をさせていただいたときに、もう１番の問題に入

るわけですけれども、30歳から64歳の方がその集落に10人おれば、その集落は維持できるという話

を聞いたことがあるということをおっしゃいましたんで、自分もいろんな場でそんな話をして、10

人頑張って確保して、みんなでうちの集落を守ろうよと、そして元気にしていこうよということを、

みんなで支え合って、呼びかけ合っていくということも、これは集落の地域おこしやなという話を
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しておりましたが、本当にそれはそうかもしれんなと。おれんだが住む気がなきゃだめやなという

意味で考えてみたときに、そやな、おれも子どもを帰したいけど、とにかく自分のうちの後継者が

うちに残っとらんのやと。何とか残れるようにしてほしいわいというふうな話が多く出ておりまし

た。結局はそこに、郡上市に雇用の場と、こういうようなことの要望が強かったです。 

 もう一つは、結婚問題ということがありましたけれども、きょうはその雇用ということについて、

市長さんにお考えを伺いたいと思って、まずは郡上市の人口減尐対策として、高齢化の対策として、

まずは企業誘致が必要ではないかと自分は思っておりまして、たまたま郡上市の商工振興ビジョン

というのが22年の３月に策定をされております。 

 これには、主に内発的な産業の創造に向けてということで、地域、郡上市民の人が頑張っていこ

うよと、もうちょっといろんな企業も起こしながらというふうなことが書かれておりますが、この

中身の中の大きな柱に、基本施策として地域産業の育成、その中の筆頭に地域の強みを生かした企

業誘致活動というのがございます。 

 いろいろ奨励金制度とか、市でも、あるいはインフラの整備とか、いろいろ項目が挙げてござい

ますが、まずは、どうしてもこれは交流産業も一生懸命、現在、市長を筆頭にして、いろんなとこ

ろに出向いていただいてやっておるのも新聞等であり、また報告いただいて承知をしておりますが。

この企業誘致、非常に厳しい状況の中ではありますけども、ややもすると、今の東北地方の製造部

門が結局そこではなかなか厳しくて、海外へ行くんではないかと、もう韓国や中国では、日本の企

業を将来誘致しようということで、壮大なプロジェクトチームを起こして工場団地を造成しておる

と。しかも、安く提供するというふうなことをやっておるようでございます。 

 私は、その東北の皆さん方の復興とあわせて、郡上市が将来の４万5,000人という後期計画の人

口を維持していこうと思ったときに、人材を確保していく、郡上市が人材を確保していくというこ

とが大事ではないかと思ったときに、ぜひぜひ日置市長の人脈等を生かしていただいて、何とか日

置市長さんも就任のときに言っておられた、この企業誘致、どうかして実現していただきたいなと

毎日思っておりまして。まずはトップセールスをやっていただいておると思いますけれども、さら

なるエネルギーをかけていただいて、これに取り組んでいただきたいと思うんですが、そのことに

ついて、まずお考えをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君の質問に答弁を求めます。 

 日置市長。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思います。 

 この企業誘致の御質問を受けますと、今度私のほうがうつむきたくなる感じではございますが、

本当に結果からすると申しわけなく思っておるところでございます。郡上市、現在、白鳥町の勝光

島と、それから和良の横野テクノパークというような工業団地を持っておるわけでございまして、
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これを何とか、こうしたところを筆頭に企業誘致をしたいということで、これについては県のほう

の企業立地のほうの情報データバンクにも登録しておりますし、担当者もしばしば県のほうにのぞ

いたりして、何かいい話はないかというようなことでございます。情報収集に努めたり、あるいは

いろんな形でこの団地への企業誘致を努力いたしておるところでございますが、残念なことに、二、

三それにひっかかりそうな話が来たりすることはあるんですけれども、なかなか実現に至っていな

いというのが実情でございます。 

 特に現在のところ、全国的ではありますけれども、国内における工業立地というものが非常に低

調になってきてるということもございます。平成20年には岐阜県全体で1,000平米以上の工場立地

が42件、21年は22件であったものが、22年度の実績は17件ということで、特にこの中濃地域は、こ

の３年間の立地件数が12件、６件、そして平成22年は２件というような状態でございます。 

 そういうなかなか厳しい状況でございますが、いろいろなことを申し上げてもいたしかたないこ

とでございまして、今後も引き続き、この工場立地という問題は、先ほどのお話がございましたよ

うに、尐しでも郡上の地に雇用の場をつくるということでは大事なことでありますので、今後も引

き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

（15番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  ありがとうございます。そこで、厳しい状況の中での企業立地ということ

ですので、高速道路も縦走しております工業団地もまだ残っているところもある、今のお話でござ

いますが、ここのとこである程度企業にとってメリットがないと、なかなかまた来てもらえないと

いう、そういう環境もあろうかというふうに思いますが。思い切った誘致策というか、この際、清

水の舞台から飛びおりたようなつもりで、一つこいつで攻めて、郡上を売り出していこうというふ

うなことで、僕は勝手に、無償貸与ぐらいして企業に来てもらって、まず働く場を与えていったら

どうかなというふうなことまで思ってみたんですけど、そういったことについての御検討は、市長、

いかがでしょうか、お伺いします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  なかなか難しいところでございますので、そうした思い切った施策も必要か

というふうには思っておりますが、現在、郡上市のほうで、先ほど申し上げました勝光島、それか

ら横野テクノパークのこの両団地について、おおむねの分譲価格の説明を当然しております。これ

は、勝光島の場合は平米当たり8,000円、それから横野テクノパークに至りましては4,550円という

ような単価でどうですかという企業に呼びかけをしているわけでございます。 

 県内のその他の工業用地を見ますと、例えば土岐のプラズマ・リサーチパークあたりで４万円、

あるいは各務原のテクノプラザの工業団地で３万1,000円とか、あるいは多治見でも２万6,000円と
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か、２万円とか、こういう東海環状道路沿い、あるいは中央道路沿い等、あるいはそういった地域

の工業団地はかなり高いわけです。 

 それに比べると、もう既に郡上市の分譲価格は8,000円とか、4,500円というような価格を提示し

てるわけでございまして、価格面においては、相当程度そうした地域とは違った条件を提示してる

という中での今までのなかなか話がまとまらないという感じでございます。こうなると、確かに思

い切って一定期間は無償であるとか、そういうようなことがあるいは必要かとも思いますが、問題

は、こうした必ずしも用地の価格だけの問題でない問題もいろいろ企業、選ぶ側の企業の側からす

るといろいろあるのかとも思っておるところでございます。 

 現時点における、そういう他の団地との比べた場合の分譲価格という条件は今申し上げたような

とおりでありますが、何とか結果を出すということのためには、思い切ったそうした考え方も必要

かと思いますので、参考にさせていただいて、検討させていただきたいと考えております。 

（15番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  前向きな考え方を示していただきまして、ありがとうございました。１番

の問題は以上で終わりたいと思います。 

 ２番目の地震関係の避難地とかいろんなことにつきましては、きのうあたり、きょう、かなりい

ろいろ出ておりますので、このことについてはかなり見直し等を含めまして、点検作業を進めてい

ただいておりますので、３番目のほうへ移らさせていただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 私、今度、今３番目の問題といたしましては、特に東日本大震災の関係で、中電の浜岡原発が全

面停止をした、そういうことを含めて、ことしの夏の電力不足のエネルギーが電力不足と。きょう

の新聞で、余力が2.4％とかというふうに中日新聞では出ておりましたが、非常に夏の乗り切りが

大きな課題になっておるということで。自分も、既に市のほうも入手されておるかもしれませんけ

ど、郡上市でどのくらい電力を１年間に使うのかということで、月別に、そしてしかも、過去５年

間の実績はどうであったかということを表にしていただきましたけども、数字では見にくいもんで

すから、去年の例で紹介をしたいと思います。御承知かもしれませんが。 

 １年間に昨年の場合ですと３億1,791万4,000キロワットアワーということだそうです。過去５年

間を見ても、いずれも３億以上なんですけれども、去年は特に夏が暑かったということもあったし、

冬は寒かったということもあったんでこうなってるんだろうなというふうに思いますが、月別に見

ますと、中電の八幡のサービスセンターでもお話を伺ったんですが、郡上は冬型なんですよね。冬

の12月から３月にかけて使用電力の、合計でいくと3,400キロワットというんですか、そういうふ

うになるそうです。それで、そのうちの動力が、会社とか、そういうところが2,016、それから一
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般家庭が1,397ということで、この赤線が平均なんですけども、それよりも冬場は特に突出して多

いと。夏場の場合については、割かし去年暑かったんですけど、結構暑かったんですけど、８、９、

10月というのが大体平均値の数字のところへ来ておって、一番要らないのが６月。６月というのは、

電力が郡上の場合は地域性を出してるのかなというふうな感じで見ておりますが。 

 だからといって、ぜひことしは、また暑さが予想されるんで、市民の方に協力いただきながら、

ぜひこういう数字ではあるけれども、省エネについていろいろ御協力をいただきたいし、市のほう

へもお願いをしていきたいというふうなことを言っておりましたので、過去５年間同じような推移

で示しておりますけれども、市民の皆さんに、それでも８月、９月というのはかなりの電力を郡上

の中で使っておるなというふうな気がいたしますので、そういう意味では、市長は先ほども言われ

ましたように、市民の方の尐しずつの節減というのが絶対必要かなというふうに思う次第でござい

ます。 

 そこで、そういったことを含めた場合に、浜岡の原発の停止によりまして、新たに自然エネル

ギーというものを考えていかなきゃならんということでございますが、ちょうどこれが、きのう、

市長見せていただきましたが、平成19年の２月に郡上市の新エネルギービジョンと、こういう中の

報告書が分厚いものがありまして、この中に最後のまとめとしまして、郡上の中で適したエネル

ギーというものの中に、１番にバイオマス、それから２番に太陽光発電・熱利用、３番目に雪氷冷

熱エネルギー、それから４番に小水力と、こうなっておりますが、この１番、２番のバイオマスと

太陽光発電については、もっと進めていく研究が必要ではないかというふうなことを思います。 

 特にバイオマスにつきましては、これもテレビでやっておりましたけど、この中の106ページに

導入事例の調査があるんですが、大阪府の森林組合が要するにペレットを、間伐材を使ってペレッ

トをつくっているという事業がございまして、これが大手企業へ、ペレット化すると、燃やしたと

きに1,700度ぐらいまで上がるということから、それを工業用に今度将来売っていこうというふう

なことを考えた場合に、このバイオマスの、僕は発電というよりも、バイオマスペレット製造とい

うところを郡上で、ここでは森林組合やってますけども、郡上市が大株主になってもいいんですけ

れども、そういう事業をこの山間地の材料を生かして、これを何とか研究して、もうちょっと研究

してもらったらどうかなと。 

 それは、補助事業も国のあるようでございますので、これを一つの郡上の、現在、もくもく市場

ということで二間手で間伐材の物を売るということをやっていただいておりますが、これを加工し

てペレット化して、ストーブとか、それからこういう温泉の燃料とか、郡上でもありますけれども、

そういったふうな形で、要するにバイオマスのペレットというようなところに、これも提言がござ

いますので、この辺のところを郡上市の将来の一つの方向として検討してもいいんじゃないかなと

いうことを思いますので、この点につきまして、バイオマス、ペレット関係は、市長、どのように
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お考えでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  このバイオマスという資源を使って、どのようなエネルギー利用をするかと

いうことでございます。バイオマス発電というのももちろんございますが、このバイオマス発電は、

例えば県内で言いますと、東濃ヒノキの本場である地域において、そういう発電プラントがござい

ますが、なかなかその運転実績は厳しいものがございまして、かなりの赤字を抱えて苦しんでると

いうようなことでございますので、これを事業化するのは非常に難しいようなふうに思っておりま

す。 

 それから、今の要するにそういう木材等の資源をペレットに加工をして燃料として使うというこ

とは、一つの大いに考えられる方法だというふうに思っておりますが、これはバイオマスペレット、

要するに木質ペレットというものをつくれば、例えば同じストーブでたくにしても、液体燃料であ

る灯油ほどではありませんけども、自動的に燃料を供給できるような形で、一々マキをくべなくて

もいいとかいうような形での利点があるわけでありまして、そうしたペレットストーブというもの

が大いに普及をすれば、あるいはペレットでその他の燃料としての活用という面が出てくれば、一

つの採算性というものは大いにとれるのではないかというふうには思っております。 

 しかし、一番郡上で木質資源を簡単に使うのは、その間伐材等、その木材をストーブに直接くべ

るという、マキをくべるということが一番簡単な利用方法ではないかということで、現在、木質ス

トーブ等の普及を奨励しようとしているわけでございます。 

 先日、源右衛門で次世代エネルギーの展示のオープニングがあったときに、県の部長と話をして

おりましたが、木質のバイオの資源を使うのには、燃料として使うのには、こういう山間地では、

マキが正解ではないかというふうに言っておられました。それで尐し意を強くしたわけなんですけ

ども。もちろんペレットを否定するわけではありませんけれども、郡上市の場合、まずマキで素朴

に、余り手をかけないで、ペレットは御承知のように、つくるために大いに電力を使います。そう

いう意味でも、マキがまずは郡上としては、いま尐し活用できないかということを考えるべきでは

ないかというふうに考えております。もちろんいろいろな技術は進んでまいりますし、用途も進ん

でまいりますので、今御提言のようなことも大いに研究をしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

（15番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  市長、ありがとうございました。自分も何か付加価値をつけるというふう

なことで何かないかなと思っておりまして、こういった提言も踏まえながら研究していく必要があ

るかなと思いまして、市長に一度お伺いしたいというふうなことで思っておりました。 
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 それから、２番目にあります太陽光につきましては、もう既に皆さん方のほうからも質問があっ

たようでございますし、市内でも、先ほどの報告によりますと、129戸でしたか、普及しつつある

というふうな状況の中と、原発のエネルギーの見直しの関係も含めて出てきておるなということで、

もう前向きに、今市長も市の補助制度等も検討をしていきたいというふうなお話もいただいており

ますので、特段異議はございませんけども、できればいつぐらいにめどをつけて補助化をするかと

かいうことまで踏み込んでいただけると一番ありがたいんですが。 

 その前に、なぜそういうふうにお願いをしたいかと思いますと、実はたまたま郡上の中で、個人

の方が実際に約１年ぐらい前から導入をして、要するに太陽光を使った電化化といいますか、そう

いったことを実際にやってみえる方がございましたので、ちょっと個人情報みたいなとこもござい

ますけど、御許可をいただきながら、実際郡上でどのぐらい発電できるんやと。かつて市長さんも、

郡上でやったら美並ぐらいしかなかなか厳しいんではないかというふうなことが説明もございまし

たし、実際なかなか厳しいものではないかなと実際はそういうふうに思っておりましたですけれど

も。 

 要するにこれは、黒いのが、これ明宝の奥住と言って、一番山と山の狭いとこでございまして、

あと、これは美並町のどこかわかりませんし、この青い線は沖縄でございます。実際発電するには

何キロにするかということでございまして、明宝の場合は4.94キロワットのものを設置しておるし、

美並町では4.39、沖縄が4.89ということで、さすがに沖縄は１年間に5,225キロワットですね。明

宝の場合は、今4.94というのをつけておりまして4,192、美並は4.39で、ちょっと小さいんで3,951

キロというワットなんですが。ただ、明宝の奥住はどうもここの辺でつけたもんですから、７月が

非常に起きておりませんけども。 

 要するに今のパネル表面温度が、パネルの75度を超えると急激に発電能力が下がってくというよ

うなのが従来のパネルだそうですが、最近メーカーによっていろいろ改善をして、75度になっても

発電をするというふうになりましたので、夏場の本当は８月ぐらいが僕は郡上あたりではピークに

来てもいいんかなと思いましたが、割かし暑いときは余り発電をしないと。逆に明宝の場合で言い

ますと、６月、７月ですか、この辺が一番発電能力があるということで、沖縄がそうですね、沖縄

は大体７月から８月、９月ですね。 

 ところが、郡上のようなそういうところですと、どうしても日照時間が短いというふうなことも

あって、発電能力も落ちるんだけれども、結構つけてる家庭では売電のできる月もあったりして、

要するにパネルの耐用年数が20年というふうに言われておりまして、補助金は10年間ぐらいしか買

い取りはないらしいんですけれども、そういったことを見た場合に、できればその基準に、郡上市

の場合は、先ほども説明ありましたが、４キロあるいは５キロぐらいのものをつければ、かなり成

果があるんではないかと。３キロ、２キロのものを屋根につけてもなかなか発電効果はないけども、
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４キロから５キロのものを、屋根じゃなくてもいいですね。今ですと、土地なんかは休耕田みたい

なところに並べておけば、冬場でもちょっと雪をかけば発電できるし、雤が降っても明るければ、

太陽熱というのは量は尐ないけれども発電できるということで、光が明るいというのがポイントら

しいんですけども。そういった意味でいうと、今後こういったものを、一概に屋根に乗っけなくて

も、そういった地べたにちょっと角度をつけて高いとこ、ちょっと高いとこにつくっておけばいけ

るというふうなこともあったりして。 

 これ自分は、奥住の方は、ことしこれがしっかり出ると、７月の分が出れば、どれだけ実際、

4,100以上にはなるというふうに思いますので、そうすれば、沖縄と1,000キロワットぐらいの違い

でいけたりするんではないかなというふうなことを思っております。美並は尐しパワーが小さいん

で、ちょっと尐な目な発電になっておりますけども。 

 こういう形で、民間でも先ほどの話で、ぜひ入れられてきておりますし、僕も何でもかんでも新

しいものがいいというふうなことは思いませんですけれども、恐らく日本のそういう意味でいうと、

エネルギーの曲がり角、エネルギー革命の曲がり角に来ている。先ほどの間伐材を使った燃料革命

も含めて、そういったことは受けとめていく、慎重ながらも受けとめて進めていくためには、さら

なる市の支援というものが必要になってくるんではないかなということを思いまして。そのために

は、ぜひとも市でも４キロないし５キロぐらいを限度にした、国は４万8,000円、１キロワットで

ございますけれども、財政の状況もございますが、推進するという意味で、ぜひ早い時期に御検討

をいただきたいなと思いまして、できればことしの補正からか、遅くても来年の当初からかという

ような形で、市長のほうから答弁がいただけると、まことに幸いでございますが、どうかよろしく

お願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  大変実証的なデータをもとにの御質問で、郡上でやった場合にどうかという

ことがよくわかりました。先ほども申し上げました、私も太陽光発電というものの現時点における

意味といいますか、そういうものを十分理解をしておるつもりではございます。しかし、なかなか

太陽光発電は、これはなかなか、しかし、国全体のエネルギーの供給という面からすると、非常に

大変だろうなという思いも持っております。 

 今、私の手元にある新エネルギーのある資料によりますと、現在の浜岡原発のおおむね１基分、

大体100万キロワットぐらいを、発電を原子炉一つでいたしますので、それくらいの原子力発電所

のエネルギーを賄おうとしますと、大体今お話があったような普通の住宅の190万軒分ぐらいの太

陽光発電に相当する分だというようなことでございまして、この新エネルギーへの転換、あるいは

そういうものの拡大というのは、かなり大変であろうかというふうに思っております。 

 しかし今、国も挙げて、そういう補助制度もつけながらやっておるわけでございますので、これ
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から大いに活用すべきエネルギーとしては間違いない方向であろうかというふうに思いますので、

市といたしましてもできるだけ早く補助をするような方向で検討をしたいというふうに思います。 

（15番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  市長には、前よりも、さらに前に向いた答弁をいただきましてありがとう

ございました。いろいろ御検討をいただきながら、ぜひそういった意味で、新エネルギーにつきま

しても御検討を進めていただきますようお願いをしたいと思います。 

 尐々時間がございますので、地震のことについてもちょっと戻りまして触れさせていただきたい

と思います。 

 こういうのを、防災、先ほども見せていただきましたが、僕もいつも見えるとこに置いとるんで

すが、地震の防災マニュアル。これのところに地震というコーナーがございまして、東海地震です

かね、東南海地震の発生率、これは30年に60％ですが、三連動式ですと87％というふうに今情報が

開示されてまいりましたけども、この東海地震だけを見た場合に、郡上市の死者は３人とか、避難

者数は392人とかというふうになっておりますが、郡上市で一番警戒をしなきゃならんのは、これ

は明宝のマップです。 

 これによりますと、一番郡上市に迷惑をかけるのは、この明宝地域から高山へ延びている高山・

大原断層。これがかなりの郡上市、これ起きた場合のことですけれども、これがここにも書いてあ

ります。「以上の結果から、本市に最も大きな被害を及ぼすと考えられるのは高山・大原断層地帯

地震ということです」ということが書いてございまして、これでいくと、死者が274人、避難者が

２万593人、建物の全壊が7,269棟、半壊が9,551軒。かなりのこれが震度、郡上の想定が市域の

８割が震度６強から６弱の揺れということで、強いとこでは、北東部ではというと明宝ですが、

７の強い揺れも超えると。 

 明宝は、かって昭和44年にマグニチュード７というのを記録してますけど、震度にすれば５強ぐ

らいだったというふうに思いますが、あのときでも道路に亀裂が入り、石垣は崩れてまいり、家の

倒壊はありませんでしたけどもというようなことを考えた場合に、これの発生率は今後30年に

0.5％ということでしたけども、東日本の地震の場合を見たときに、あそこに想定されてたかとい

うと、そういう数字は聞いたことなかったんで、そのことを思うと、これもあしたに来てもおかし

くないし、50年たっても来ないかもしれませんということですけど。 

 避難ということを考えて、常に、東南海にかかわらず、あるいはこの高山・大原断層に限らず、

避難ということはいずれにしてもしなきゃいかんなというときに、郡上の場合、特に明宝の場合を

考えてみますと、ほとんどが山の背って、市長、わかりますかね、言葉が。山すそのところに家が

建ってる。そうすると、要するに地震が起きたりすると、津波はないけど、山津波と言いまして、
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昔から、土砂崩壊とか、土石流とか、そういったものが考えられて、この避難所が決められておる

んですが、この避難所へ行くまでに、道は亀裂が入って車は通れん、石垣は落ちてくる、どっか抜

けていくということがあって、本当にこの避難所というものの考え方が郡上の山間部に適している

のか。どっか前の田んぼの広いとこ行ったほうがいいんじゃないかとか、どうでもそこへ集まらな

きゃならんのか。 

 例えば八幡の市街地やったら、どっか大正町公園とかへダーと行けばいいけど、田舎でドーと行

くようになって、一概にみんな年寄りがそこへ行ったりしたら、余計かえって途中で危ないんで、

じっとしとれと、なんてなことも自治会でいろいろ話が出るんですよ。 

 ですから、今度マップとか、そういったのをつくっていただく場合に、地元のそういう古老であ

ったりとか、自治会の方とか、方面隊とか、そういう方々のいろんな意見を聞きながら、どうした

らええんやと、おまえとこどこへ逃げたら一番いいと思うというようなことも、ひとつこの見直し

をしていただくときに入れていただいて、より逃げやすいというか、より安全なというか、そんな

ことを考えてみえるかもしれませんけども、そんなことをふと、自分がうちの場合にどうやって逃

げたらええんやろうと思いましたし、前の田んぼ走っていこうかとか、そのぐらいのことしか頭に

浮かびませんでしたが、ぜひ系統的にそんなことを、地域地域によって多分違うんではないかなと

いうふうに思いますが、その辺について、市長のお考えありましたら、時間の中でお伺いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  この大規模なといいますか、相当の強い地震が起きたときに、避難というの

をどういうふうにするかということでありまして、それは本当に、実際にそのときの状況に忚じて

適切な行動をとらなければいけないということに尽きるわけなんですけれども、無理に一定の決め

られた避難所へ向かわなければならないというようなことで、途中で山崩れに遭って命を落とすな

どということがあってはいけないわけでありまして、よくその辺のところはこれから研究、勉強し

たいというふうに思っております。 

 要は一定の地震直後、あるいは余震が続いてるようなときにどう行動すべきかということであり

ますので、必ずしもしゃくし定規に決められた避難所へ逃げるのが最適の行動でないかもしれない

という場合があると思います。したがって、そのときは、今お話ありましたように、例えば天候と

か、時間帯とか、いろんなこともありますけども、まずはオープンスペースのところへ行って様子

を見るというようなことも必要かというふうに思いますので、その辺のところはよく研究をしたい

というふうに思います。 

 今回、非常に津波災害、原発災害と相まって、東北の地震のことが非常に注目をされますが、長

野県の栄村という中山間地で起きた震災のとき、果たしてどうだったか、人々がどういう行動をと
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って、果たして実際にはどうであったらよかったのかというようなことを、一度よく職員を派遣し

たりして勉強をしたいというふうに思っておりまして、今のような御質問に今後どうしたらいいか

ということも本当に詰めて考えていきたいというふうに思います。 

（15番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  清水敏夫君。 

○１５番（清水敏夫君）  市長には、三つの質問につきまして、本当に誠心誠意答えていただきなが

ら、ありがとうございました。よきものは採用していただきながら、また点検をさらに加えていた

だき、市民の方が安心・安全に、また元気に暮らせるような、どうか郡上市に邁進をしていただき

ますよう切にお願いをいたしまして、ちょうど時間となりましたので、私の質問を終わらさせてい

ただきます。御協力ありがとうございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、清水敏夫君の質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は予定どおり２時35分を開会といたします。 

（午後 ２時２２分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（池田喜八郎君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ２時３６分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 代 はつ江 君   

○議長（池田喜八郎君）  ３番 田代はつ江君の質問を許可いたします。 

 ３番 田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  大震災より３カ月がたちました。近代国家で大規模な災害があった後に復

興しなかったところはありませんとも強調されています。だれもが一日も早い復興を願っています。

被災者の方々と労苦し、私たちにできる懸命な行動が、きっとその日を近づけると思います。その

懸命な行動とは、私たちに今できること、長期的な義援金の支援だと思います。 

 それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきま

す。 

 なお、通告をしておりました１、２につきましては、昨日より、また、きょうの７番議員の答弁

で、市長がもうほとんどお答えになりましたので割愛をと思いましたけれども、それをすると何も

なくなってしまいますので、一忚用意してきたものを読ませていただきます。尐々長くなるかと思

いますけど、要望めいたこともありますので長くなるかと思いますけれども、答弁のほうは、先ほ

どいただいたこともありますので、簡単で結構だと思います。それでも女性の視点でという部分も

ありますので、その部分についてはお答えを願いたいと思います。 
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 それでは最初に、東日本大震災に学ぶ地域女性の役割というところで質問をさせていただきます。 

 ３月11日午後２時46分、前代未聞の大地震が東北、関東を襲いました。地震の規模を示すマグニ

チュードは9.0と、国内観測史上最大、津波の脅威は人々の想像をはるかに超え、人、家屋、町そ

のものを飲み込んでしまいました。 

 今回の地震エネルギーは、関東大震災の約30倍、阪神大震災の約1,000倍になるとも言われてい

ます。世界の観測史上でも４番目の規模となった東日本大震災。次の震災に備え、今こそ百年の計

を実行すべきときと思います。 

 今回のような連動型の地震として、従前から警鐘が鳴らされている静岡県沖を震源とする東海地

震、中部から紀伊半島沖を震源とする東南海地震、四国沖を震源とする南海地震は、この三つの地

震が単独で起きることはもちろん、連動して起きる可能性が指摘されており、それは実際に過去に

おいて起きたという事実があります。 

 ただ、今回の東日本大地震が引き金になって、東海・東南海・南海連動型地震を誘発することは、

地震のプレートが異なるため考えにくいと思いますが、東海地震は依然として発生確率が極めて高

まっています。昭和に入ってからは、1944年に東南海地震が起き、２年後に南海地震が発生してい

ます。駿河湾を震源とする東海地震の発生確率が高まっているのは、安政元年の連続地震から150

年間、このエリアだけの地震が残されているからです。 

 今回の地震からは、みんなが支え合い、励まし合う、勇気と希望のエピソードをいっぱい聞かせ

ていただき、逆にこちらのほうが被災された方に勇気をもらい、励まされるようなことがいっぱい

ありました。災害、有事のときこそ、細やかな配慮を持った女性の力が必要とされるときではない

でしょうか。 

 草創には婦人会と言われ、身近な問題に取り組んできた女性の会も、１地域を残して解散されま

した。しかし、各地域には、いざとなれば私たちの出番と、腕まくりをしてくれる人たちはいっぱ

いおみえです。組織に縛られることが苦痛という社会になってきたことも時代の流れかもしれませ

ん。近いうちに起こり得る地震を含めた災害に向けて、今地域でそれぞれ名前のついた女性のグ

ループが今こそ団結をし、意思の疎通を確認し合うことは大切なことで、これこそが今回の大地震

から学ぶ大きな教訓と思います。 

 そこで、１点目の質問ですが、何らかの形で地域に根を張り、活動してみえる女性グループとい

うのは、市として把握することはできるのでしょうか、答弁をお願いいたします。 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君の質問に答弁を求めます。 

 服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  今、女性の役割ということでございますが、今、市の中で女性グループ

においては、女性の会八幡連合会とか、自治会の女性部または女性防火クラブ、商工会の女性部、
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シニアクラブの女性部、虹の会等々は把握してございます。まだほかにもあると思いますが、把握

はしてございません。 

 その中で、今言われた中で、本当に前の婦人会という時分は、女性の方々が非常に身近な問題に

取り組んでおられたというようなことで、今、組織とか、活動内容に非常に隔世の感があるような

感じがします。 

 その中で、今年度、教育委員会が市内の女性グループの調査と女性グループの活性化の検討をす

るということで、その中で、防災の面においても、いろんな連携を図りながら行っていきたいとい

うふうに思ってございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  今後におきましては、把握をするように努力をされるということですね。 

○議長（池田喜八郎君）  服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  今年度の教育委員会のほうで、その辺の調査とか、検討されるというこ

とで、そこで一緒に行っていきたいと思っております。 

（３番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  ありがとうございます。幸い自治会の中でも女性の役割は組織されていま

す。行政が声をかけ、ぜひとも地震、ひいては防災時の勉強会をグループの代表者に向けて行って

いただきたいと思います。そこで聞かれたことを、今度は自分のグループに持ち帰り、１人でも多

くの方に伝えられる仲間づくりができれば、いざというとき自分を、家族を、そして地域を守る手

助けができると思います。責任を押しつけるのではなく、自発的にみんなが賛同してくれる女性の

場づくりを早急に検討していただきたく思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（池田喜八郎君）  服部総務部長。 

○総務部長（服部正光君）  まず、防災面の関係で言いますと、非常に女性の役割というのは重要な

ことだと思います。特に平日の昼間とかになりますと、男性は各地域におられないということで、

地域には高齢者、また女性での災害の対忚等々も考えられます。 

 その中で、非常に今市民の皆さんの意識も高まっておるということでございますが、女性におい

ては、特に今回、防災の関係の出前講座、これ女性の方が非常に関心が高く、今いろいろな関係で

申し込みをされてございます。その中で、女性グループと他の市民団体等々においても、行政とし

て積極的にその辺の啓発活動等々、研修の場を持っていきたいというふうに考えてございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 
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○３番（田代はつ江君）  是非ともこういう活動を早急に行っていただきたいと思います。先ほども

言われましたけども、地震はあす来るかもわからないし、50年後かもわかりません。けれども、き

のう上田議員がおっしゃった、明暗を分けた日ごろの訓練という新聞記事のお話をされましたけど

も、本当に一生懸命マニュアルをつくって、そのとおりに実行されていたとこは死者が出なかった。

それに対して、８日前に訓練を行ったけれども、300人中、たった４人しか参加ができなかった。

要するにマンネリ化されていたところは、本当に多くの死者を出したというふうで、その明暗を分

けたということもありますので、どうか今後の防災の教育については真剣に考えていただいて、机

上の勉強も大事ですけども、その他のこういう避難訓練とか、そういうあり方についても、実際の

ことを踏まえた上で一生懸命やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移りますけれども、次の質問は、本当に先ほど市長が答弁をされましたの

で、もう読むだけ読ませていただきますので、お願いをいたします。 

 浜岡原発停止による電力不足の懸念に対する取り組みということで、これは最後まで読んでしま

います。 

 東日本大震災において、津波による甚大な被害が福島第１原子力発電所にまで及んだことは周知

のとおりです。津波によりすべての電源を失った四つの原子炉は、いずれも深刻な事故となり、現

在に至るまで終息の兆しは見えておりません。当然、発電どころではないわけですが、東京電力の

原発であるため、東京電力管内では慢性的な電力不足となっています。 

 一方、私たちの住む郡上市は中部電力の管内であり、福島原発の停止による直接的な影響はなく、

電気も不自由なく使うことができていました。ところが、先日大きく報道されたとおり、今後30年

以内に87％の確率で起こると予測されている東海地震の震源域の真ん中にあり、世界一危険な原発

と言われている浜岡原子力発電所が、地震、津波対策が十分でないとの理由から運転停止になった

ことは、いよいよ私たちの身に直接関係する事象となりました。 

 とはいえ、５月９日に中部電力が発表した電力需給計画によれば、中部電力管内での夏季の最大

需要時の電力は2,560万キロワットと想定されている一方、浜岡原発が停止した状態の供給は2,499

万キロワットで需要を下回りますが、供給をふやすため火力発電を復活させ35万キロワット確保、

東京電力への送電を停止して75万キロワット確保で、総供給量は2,615万キロワットとなり、2.1％

の余裕のある状態になるそうです。そのため、東京電力や東北電力のような節電目標の設定は行わ

れず、経済活動に影響を与えない範囲で一般的な節電を呼びかけるにとどまるとのことです。 

 しかし、文明の発達と経済成長に伴い、いつの間にか多くの電化製品に囲まれた生活を送る私た

ちにとって、日々何を思うことなく、当たり前のように電力を消費してきた生活を見直すには、ち

ょうどよい機会ではないでしょうか。もちろん今の便利な生活を捨てて、昔のようにマキをくべて

風呂を沸かしたり、ロウソクの明かりを頼りに食事をしたりすることなどできるはずもありません。



－１８７－ 

ただ、便利な生活の中でも、消費電力という点において、気にしなかった人はこれから気合いを入

れて、気にしてきた人はますます気合いを入れて、必要以上の電気を使わないという意識をはっき

りと持つことは可能だと思うのです。 

 今、家庭で消費される電力で最も大きな割合を占めるのはエアコンだそうです。次いで冷蔵庫、

照明器具で、まずこの三つで全体の半分以上、テレビを加えると７割近くにもなるそうです。裏を

返せば、エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビの使い方を尐し見直すだけで、家庭の消費電力は容

易に削減できるということです。 

 エアコンは設定温度を１度上げただけで10％の節電ができるそうです。山間部で夏でも余りエア

コンを使わなくても過ごせるところの多い郡上市ではありますが、昨年のような猛暑ですと、エア

コンは必需品となってきますので、これは知っておくべき情報です。その他、植物で緑のカーテン

をつくって室温を下げたり、冷蔵庫は詰め込まないことで、逆に冷凍庫はなるべく詰め込むことで

節電になりますし、照明器具は言うまでもなく、必要のない部屋の明かりを消すことが何よりの節

電になります。 

 また、知られているようで意外と実践されていないものが待機時消費電力の節約です。これは、

家電製品を使用していない状態でも消費される電力のことで、例えばビデオデッキ、炊飯器、給湯

器などの予約機能や時計表示などに消費されており、その消費量は１世帯における年間総消費電力

量の約６％を占めるとされています。待機時消費電力を減らすためには、使わないときはプラグか

ら抜くのが一番ですが、それが一々面倒ならば、スイッチつきのタップを利用するととても簡単で

す。プラグを抜けないタイマー製品等は、省エネモードを選択するのも大切なことです。 

 今回の全国総節電モードというべき事態が起こる前は、節電、節約、もったいないというのは、

家計を預かる主婦の専売特許のようなもので、夫や子どもはさほど気にもとめなかったというのが

多くの御家庭の実情だったと思います。しかし、今回は、お金の節約という感覚よりも、エネル

ギーそのものの節約という感覚が大切です。 

 常にそれを意識することはなかなか難しいものですが、例えばこうした節電の方法をケーブルテ

レビを使って、目で見てわかるように流すとか、１日のうち最も電力消費量が大きくなる時間帯に

広報無線を使って「ただいま電力が足りなくなる時間帯です。エアコンをお使いの御家庭は設定温

度を１度下げましょう。必要のない電気を使っていませんか。いま一度確認してみましょう」など

と呼びかけたりすることで、市民の一人一人が節電に努めやすくなるのではないでしょうか。郡上

市として、どう市民の皆様に節電ノウハウを啓蒙し、節電を啓発していく準備をしていらっしゃる

かをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  田中市長公室長。 

○市長公室長（田中義久君）  ただいまの郡上市としてどのように市民の皆様に節電ノウハウを啓発
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していくかという御質問にお答えをいたします。先ほど市長がほぼお答えになりましたので、重な

る部分があると思いますが、よろしくお願いをいたします。 

 ほぼ今、田代議員のお話の中に、その節電ノウハウというものが非常に具体的にお話をいただい

た中にあったというようにして今受けとめておりますが、６月２日の日に中部電力の郡上の責任者

の方が市役所に来られまして、市長に説明になられたときに、自分も同席をさせていただきました。 

 それで、主だったことは、郡上における消費電力のピーク時というのもありますが、いわゆる供

給側の中部電力の全体としましては、この夏に、平日の特に１時から４時の間、これがピークを迎

えると。このことに対しての御協力をお願いしたいということでございました。 

 それから、先ほど余裕が2.1％あるということを言っておみえでしたが、実は供給予備率と言わ

れるそうですけど、それが８％から10％持っているということによって安定供給ということの目安

にされておるようでありまして、それには及ばないという見通しの中で、節電のお願いに見えたと

いうことがございました。 

 そこで、一連の資料の中に、ちょうど今お話をいただいたような、御家庭における節電メニュー

というものが、電力側としての一つの事例の御説明としていただいております。空調でありますと、

エアコンの冷房温度は28度を目安に温度設定をしていただきたいと。設定温度を２度上げた場合に

は、10％の削減効果ということです。それから、フィルターの掃除なんかも非常に効果があるとい

うことです。２週間に１回は掃除をしてほしいとか、あるいは扇風機を併用する、室外機を風通し

のよい場所に設置する、あるいはすだれやよしずを使いまして窓からの日差しを和らげると。 

 こうしたようなことで、照明、冷蔵庫、あるいは待機電力等々のこうしたメニューがございまし

たので、早速こうした専門の電力会社からのこうしたメニューというものを市の広報で御紹介をさ

せていただこうということで、７月号の広報にはまず掲載をさせていただきます。 

 それから、先ほども市長からお話がありましたが、この責任者の方を今想定しておりますが、来

週の17日に郡上ケーブルテレビの収録をさせていただきます。行政情報番組の中で、この節電対策

というものを具体的にその所長さんから御説明をいただいて、わかりやすく市民の皆様にＰＲをさ

せていただきたいということを考えております。 

 さらに、インターネットももちろんですけれども、音声告知放送におきましては、火災予防、昼

間に、今こういう状況ですからお気をつけてくださいと。必要なときに、必要な方法でもって啓発

を呼びかけるということが可能でありますので、音声告知放送におきましては、ちょうどこの１時

から４時のタイミング、そのときを見計らって周知を図ると、このようなことも考えております。 

 ただし、高齢者の皆様とか、あるいは病中病後、療養中の皆様にとりましては、健康ということ

が非常に大事でありますので、そこに支障がないというふうなことが一つでございますし、もう一

つは、郡上市の夏場でありますと、さまざまな観光イベント等もありますけれども、お城のこの間、
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実は照明、ライトアップが一時消しておったわけですけれども、これも、日本じゅうでありました

けれども、逆に元気を取り戻していくためには、東日本以外のところでは大いにそうした活発な経

済活動が起こるような仕組みを続けてほしいと、こういうようなお声もお聞きをする中で、今照明

を再開しておりますが、そういう意味におきましては、すべての面において節電をして、経済活動

が滞るというふうなことにはならないようにしていかなくてはいけないということを考えておりま

す。 

 一方で、市内の企業におかれましても、系列のメーカーで既に木金を休業されて、土日に移行さ

れる。さらには、木金が集中しましたので、今度は火水に休業日を移行される等の情報もあります

けれども、そうしたことを踏まえながら、郡上市としてもこの対策の一つの対忚をさせていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（３番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  ありがとうございました。文明の発達と経済成長に伴って、とどまるとこ

ろを知らないというふうにぜいたくにならされている中で、今なら節約とか、節電というのが、地

震というそういう教訓を得ながらできるときだと思いますので、どうか幅広く市民の方にお伝えで

きるようにお願いしたいと思います。 

 それでは、３番の質問に入りたいと思います。不育症についてということで御質問をしたいと思

います。 

 特定不妊治療費助成事業として、申請者の増により補正が組まれたことがあります。高額な治療

費を要する不妊治療費の助成は、子どもが欲しくてもできない夫婦にとって朗報であり、尐子化の

進む郡上市にとっても画期的な支援だと思います。ここで、不妊症に次いで、不育症という病気を

考えてみたいと思います。 

 妊娠はするが、流産、死産を繰り返し、元気な赤ちゃんが得られない状態を不育症と言います。

一般に自然流産は全妊娠の10％から15％の割合で発生します。原因が胎児にある場合と母胎にある

場合がありますが、大部分は胎児が問題で発生しています。流産した人が次の妊娠で生児を得る確

率は、３回流産した人から確率がぐんと下がってきています。原因不明の習慣流産の治療について

は高額な費用を要するようです。郡上市の中で不育症で悩んでみえる人の実態と大切な命の誕生に

不妊治療費助成事業とともに治療費の助成ができないかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（池田喜八郎君）  布田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（布田孝文君）  ただいま不育症ということでの御質問でございました。 

 不妊症と不育症ということで、非常にデリケートといいますか、女性にとって大事な病気といい

ますか、ただし、ちょっとわかりにくいところが非常にありまして、今、不育症ということにつき
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ましては、田代議員さんがお話がありましたように、２回以上の流産とか、死産を繰り返すと、こ

ういうふうに言われとるんですが、実は平成20年度から、ようやく厚生労働省のほうも、この不育

症に関する研究班ということがつくられまして、ですから、まだ２年、３年ぐらい前から、厚生労

働省のほうもこのことに対してのいろんな動きがあるということで、なかなかまだ原因がわからな

いところがたくさんあるということであります。 

 それで、そういう状態でありますけども、市民病院のほうで、郡上市の場合は市民病院があるわ

けですが、ちょっとお聞きしますと、22年度に不妊症ということで受診されました患者さんは26名

の方があったそうでございます。それで、病名としては、排卵障害の方が23名、それから卵管狭窄

症ということで３名ということでございました。そのうち今の不妊症というのは、習慣性流産とい

うようなことも言われておりますけども、そういう病気が正式につく前に、このことは専門医でな

いとなかなか治療がわからないということがございまして、市民病院のほうから、その病名がつく

前にですが、紹介した患者さんは３名あったということであります。ただ、その方々の前段階の病

名としては、不妊症という名前であったり、ホルモン異常であるというような疑いというようなこ

との病名でありまして、これが直ちに不育症ということになるかどうかというのは、まだなかなか

確定が難しいということであります。 

 それで、ただ、これは今市民病院を経由しての話でありますので、直接専門のクリニック等へ行

かれた方については、郡上市としてはつかんでおりませんので、実際の数はまだ多いんでないかな

というふうには思っております。 

 それから、先ほど申しましたように、平成20年度からの研究班の中で、不育症管理というような

ことで、いろんな提言は実はされております。実はその中で、この原因が、先ほど田代議員さんも

おっしゃいましたが、子宮の形の異常でありますとか、染色体の異常でありますとか、免疫異常と

か言われておりますが、65.3％は実は原因が不明ということで、まだまだなかなかわからないとい

う、その原因が。そういうことで、まだ治療に関する検査とか、治療が実際には行われております

けども、なかなかまだ科学的な根拠が成り立っていないというのが現状だというふうに聞いており

ます。 

 ちょっと調べましたら、全国の中では数市が既に助成を始めておられるところもございますが、

平成22年から始められておりますので、去年から始められておるところがございますけども、保険

外治療の一部ということで、30万円とか、５万円とか、この限度額もいろいろばらばらであります。 

 まだそういう状況でございますので、今回御提案をいただきました不育症についても、市のほう

ではさらに研究をさせていただきまして、また国の動向を見ながら検討させていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

（３番議員挙手） 
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○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  ありがとうございます。私も実は昨年ごろ、新聞で不育症というのを目に

しまして、本当に今部長が言われましたように、平成20年ごろからそういうのが話の中に出てきた

という、そういう感じですので、細かいことについてはまだまだわからないことだらけだと思いま

すけども、いずれにしましても、尐子化の社会の中で、子どもが欲しくてもなかなかできなくて、

そして治療費がたくさんかかるということで、途中であきらめてしまうという人がこれから先出る

ということも想定されますので、今後のことをゆっくり見ながら、そういう場合にはまた助成のほ

うをお願いしたいと思いますので、お願いいたします。 

 それでは、最後の質問に入りたいと思いますけども、これは住宅用火災警報器についてというこ

とで質問も用意しました。ところが、この質問につきましては、６月１日が一忚設置をする義務の

最終日と言ってはおかしいですけども、６月１日までにということでなっておりましたので、ケー

ブルテレビ等でも本当に一生懸命アピールをされました。本来なら、もうケーブルテレビを皆さん

が見ていただいておりますので、これは取り下げたほうがいいかなとも思いましたけれども、それ

を見る前に書いてしまいましたので、これも再度確認をして、そして１人でも多くの方に早急に、

まだつけてみえない人もお見えだと思いますので、早急につけていただく意味も込めて質問をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 住宅火災による死者数を半減することを目指し、現在、国民運動的な取り組みが進められている

住宅用火災警報器は、平成23年６月１日までに設置が義務づけられていました。 

 そこで、質問なんですけども、現在把握してみえる範囲内で、郡上市内での設置率、そして義務

とありますけども、この義務に対しては義務違反に対する罰則というものはあるのかどうかという

こと。そして、既に設置をした人は、私のうちもそうなんですけども、もうつけていればこれでい

いという感じで、もう１年以上たちました。これは点検とか、手入れなどをしなくては、いざとい

うときに作動しなくては、何のためにつけているのかということもわかりませんので、その点検と

か、手入れのことをどのようにするのかと。 

 そしてまた、火災警報器の効果として、市内の事例があれば教えていただきたいと思います。先

日も、パソコンをたくさん家の中で持ってみえて、タコ足配線で本当に大惨事になって、多くの家

族の方がお亡くなりになったというニュースも見ましたけれども、ああいう御家庭なども、ひょっ

として火災警報器をつけてみえなかったのではないかなということを思うんですけれども、郡上市

内で、もしこの火災警報器をつけていて、それで、そのおかげで命が助かったとか、また大火にな

らずに済んだとか、そういう事例があれば教えていただきたいと思います。 

 そして最後に、６月１日は終わりましたけれども、今後の取り組みと、また推進についてお聞き

をしたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（池田喜八郎君）  川島消防長。 

○消防長（川島和美君）  住宅用火災警報器、今お話がありましたように、今月６月から義務化がさ

れました。まず、最初の御質問ですが、郡上市内の設置率ですが、これは地域によって差はあるわ

けでございますが、６月１日現在の推計値で約61.7％であります。ことしの４月が58％ということ

で、約４％弱伸びております。この４月、５月で、住民の方が購入をしていただいたということで

す。設置世帯数としましては、約１万5,000世帯中9,250世帯にこの警報器が設置されていることに

なります。 

 続きまして、住宅用火災警報器を設置していない場合、義務違反というのはどうなのかという御

質問ですが、違反に対する罰則はありません。あくまでも自己責任、自主設置、自分の身は自分で

守るという考え方からきておりますので、罰則規定はございません。 

 続いて、既に設置されている家庭について、どういうような維持管理を行っていけばいいのかと

いう御質問ですが、この警報器の作動テストを定期的に、月に１回ぐらいの目安でやっていただく

ということと、それからほとんどが電池が入っておりますので、この電池のほうは約10年もつとい

うことでありますが、この電池交換が必要な時期に来たら交換をしていただくということです。 

 この電池交換は、警報器が、最近の機種ですと「ピッピッピッ、電池切れです」というような音

で教えてくれますので、そういったことがありましたら電池交換をしていただくということです。

それから、作動テストなどが適切に維持管理ができない高齢者の家庭もあるわけですが、近隣住民

とか、民生委員や他の団体などと協力をして訪問を行って、適切に維持管理を支援していきたいと

考えております。 

 手入れの方法についてですが、特別なことはありません。ほこりがあれば取り除いていただく。

あと、汚れていれば水ぶきをしていただくということで結構です。 

 次に、市内における事例ということですが、平成22年の市内で２件の奏効事例がありました。

２件とも、ひとり暮らしの高齢者宅で、煮物のなべを空だきによる煙の発生で警報器が鳴って、気

がついて消火をしたと。ガスを切ったということです。 

 あと、全国でもこの奏効事例というのがたくさん出てきておりまして、これは平成21年ですが、

91件の事例が出てきております。普通、この警報器をつけて気がつくというのは、通常はその家に

住んでみえる方なんですが、この奏効事例の中には、例えば警報器が鳴っているのを隣の方が気が

つくとか、それから偶然その近くを通りかかった方が気がついて、火災になる前に食いとめられた

というような事例も多々ありますので、参考というか、そういうこともあります。 

 それから、今後の取り組みと推進についてですが、住宅用火災警報器設置推進計画というのを当

消防本部でつくっておりますが、これを一部見直しまして、まだつけていない世帯や一部しかつい
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ていない世帯を対象に推進の活動を行ってまいります。市全体の設置率を、80％以上を目標に、設

置率の低い地域や従業員が多い企業及び団体へ共同購入などによる設置を推進し、関係団体と連携

して実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

（３番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  田代はつ江君。 

○３番（田代はつ江君）  ありがとうございました。いずれにしましても、火災による死亡者をなく

すということで、今後も今まで以上に80％を目指して推進のほうを行っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 時間を尐し余しましたけれども、以上で一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、田代はつ江君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 村 瀬 弥治郎 君   

○議長（池田喜八郎君）  続きまして、８番 村瀬弥治郎君の質問を許可いたします。 

 ８番 村瀬弥治郎君。 

○８番（村瀬弥治郎君）  ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、質問をさせていただ

きますけども、一般質問も２日目の最後ということで、皆様方お疲れでございましょうけども、い

ましばらくの辛抱をお願いいたします。 

 最初にお断りをしておきますけれども、１番目の質問に出しておりました節電対策につきまして

は、多くの議員の皆様が質問をされまして、私の質問を到底するとこではございませんので、この

１番につきましては省略といたしますので、よろしくお願いします。 

 それでは最初に、２番目に出しました市の幹部職員の定年制及び市の職員の長期休職者について

御質問をさせていただいます。 

 本年３月31日をもって、私の同年配、部長級職員４名がこの庁舎を去っていきました。平成16年

の郡上市の合併当時には、旧の郡上郡７町村の職員の皆さんが市の職員となりまして、かなりの多

所帯でもありました。部長さんに限りましては、そちらの今よりたくさんの皆様方がおいでになり

まして、私ども威圧をされるような、そういった状況ではありましたけども、そういったことが、

その後、総合支所方式から本庁支所方式となりまして、各部の統合、財政面のこともありまして、

また職員の定員適正化計画に基づき、申し合わせ事項とも思っておりますけれども、先輩幹部の職

員の皆さんも、本人の好むと好まざるとはいえ、58歳にして退職をされていきました。 

 先日、人事課の資料も見させていただきましたが、平成23年の４月１日現在の普通会計の職員数
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は、計画数591人に対して実績が577名と、達成率も102％を超えるというような状況でもあります。

職員の最高のポスト、部長級の職員の皆さんの責務というものは、各部の統括を初め、議会の対忚

もありますし、いろんな多岐にわたりかなりの重責だと思っておりますし、次期の幹部職員の育成

という、そういった郡上の市民にとっても大変重要な担い手育成という職務も、私たちもはたから

見て感じているとこでもあります。 

 そういったことから、勧奨退職の制度を含めて、幹部職員の今の早期の退職ということは、私自

身としては決していいとは思っておりませんけれども、市としてのお考えを伺いたいというふうに

思ってますので、よろしくお願いします。 

 それにあわせまして、現実の中で長期の休職者の職員の皆さん、いろんな事情がありましょうけ

ども、そういった実態等もお聞かせをいただきたいというふうに思ってます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（池田喜八郎君）  村瀬弥治郎君の質問に答弁を求めます。 

 鈴木副市長。 

○副市長（鈴木俊幸君）  勧奨退職制度の件についてのお尋ねでございますけれども、市の職員の定

年というのは60歳でございまして、60歳に達した年度の３月31日という形での退職が決められてお

ります。一部、医師等につきましては65歳という規定がありますけども、原則的には60歳というよ

うな形であります。 

 勧奨退職制度というのは、もちろん要綱をつくっておりまして、郡上市の勧奨退職に関する要綱

ということで規定を設けておりまして、その中で、勤続期間が25年以上で、年齢50歳以上の者とい

うことで、そのうちで市長が適当と認める者を対象として、文書による通知の申し出を受けて、市

長が決定するということで、あくまで職員のほうから出してくださいねということでありますし、

もちろん市長が適当と認める者を対象としてということになっておりますけれども、現実的には、

25年以上の50歳以上の者に対しては、すべての職員に対して勧奨制度の説明資料は渡しております。

ことし対象になっておりますが、いかがされますかという書類を通知をいたしております。 

 今ほど御指摘がございました58歳というのは、当時、18年から19年度にかけての幹部職員、当時

の部長級でございますけれども、部長級の中で話が出てまいりました。当時は職員の給料の５％カ

ットをお願いするといったようなことも同時に出てきておりまして、非常に厳しい財政状況下の中

にあったといったことから、何らかの形を打たなければならないということで、もともと勧奨退職

制度はあったわけでございますけれども、そのことを受けて、何らかの形で協力することはできな

いのかといったことで、まずは部長級が率先して、58歳をもって退職しようよという意見が出まし

た。 

 当然に、部長級だけでいいのかというような話も出てまいりまして、課長職にもその旨を伝える
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と。ただし、部長職は一種の申し合わせのような感じになりましたけども、課長職に対しましては、

こういうことを我々としてはやることを決めたというような形での通知をいたしたわけでございま

して、あくまで市側から、もちろん財政が非常に厳しいというお話はございましたけれども、勧奨

退職をしてくれよというようなお話はございませんでした。 

 ただ、退職手当組合のほうも、当時は、それまで、今現在もそうですけども、残年数に給料の還

元なんですけども、２％をアップして、例えば４年前にやめれば２掛ける４というような、８％ア

ップするような計算式がございましたが、これを19年度については定年までの残年数加算を４％、

そして次の20年度においては３％というような特別な加算制度をつくりまして、そのような形で勧

奨をより一層強く勧めるというような趣旨のもとで勧められたことは事実でございます。 

 ただ、これが形骸化してもいけませんけれども、一方では、こういった職場のない郡上市のよう

なところで職員定数を減らしていくためには、ある程度の新卒者を入れていく必要があると。年代

間の隔たりをなくする必要があるということでございまして、勧奨制度というものも推し進めなが

ら、新たなる職場づくりというものも必要であるということも感じておりますので、その辺も含め

て、いろんな形での職員にお願いをするというのが実態であります。 

 ですから、先ほど言いましたように、本来ですと市長がある程度の者を、対象者を定めて勧奨を

勧めるんですが、退職を勧めるわけでございますから、一律に25年以上、50歳以上と、皆さん方全

員対象者ですよというのはいかがなものかという議論もありますけれども、今現在としては、これ

までの先輩たちがやってきたものを引き継ぎながら、この制度についての見直しも必要となるとき

が来るんかなということは思っております。 

 ちなみに、この時代、定年制が延長されるというような流れの中で、今のところでは、平成25年

から段階的に定年延長というのは、大体３年に１歳ずつぐらい上がっていくということもございま

すので、この辺をめどにして、ある程度もう一度見直す必要あるんかなということを思っておりま

すけども、何分にも職員数を減らさなければならないと、減らしていかなければならないというと

きに、定年退職者が今定年前に勧奨退職でやめてますので、そのずれが出てくるわけですね。 

 そのために、60歳まで全員が勤めあげ、退職者が減ってくるということになり、新規採用も尐な

くせざるを得ないというような問題もございますので、定員適正化計画も見ながら、一方、今ほど

お話がございましたように、最も市の最高の責任を持っておってやってくれております部長職を率

先してやるのはいいのかという問題等々もまたあろうかと思ってます。大きな課題だと思ってます

けども、その辺についても検討していく必要があるんかなということを思っております。 

 それから、もう一点の病気の休職者についてでございますが、実態のみを述べさせていただきま

すと、今現在、平成23年の６月８日現在で、休職辞令を発令している職員は５人であります。です

から、病気休暇がございまして、この病気休暇の上限というのは90日であります。これは100％の
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給料を補償されますけれども、それもまだまだ治らないということになりますと、今度は休職とい

う手続になりまして、今ほど言いましたように５人の職員がおると。そのうちの疾病による休職者

が２名、心の病による休職者が３名というのが今現在の状態であります。 

（８番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  村瀬弥治郎君。 

○８番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。幹部職員については、確かに４名というふうに

申しましたが、それ以外にも課長級の職員も退職をされましたね。その中で、僕、一市民として思

ったときにも、その次の世代、中堅職員が頼りないとは言いません。言いませんが、そのときに市

を運営していく継続性ということを踏まえたときに、今その勧奨の制度をまだまだ持っていくとい

うことが市民にとって果たしていいのか。 

 それは確かに財政のことはありましょうけれども、その辺の考え方はどういうふうに、ただ、そ

れ以上のものも働けばいいんですから、そういったことは、副市長の説明、答弁によると、あくま

でも自主的に、向こう側の申し出やということが、それはある面、建前みたいなもんでありまして、

本音を言うと、かなりの個人個人ありましょうけども、長年勤めた職員がそう簡単にやめたいとい

うことはないと思っておりますし、その点はあってはいかんと思います。 

 そういったことを踏まえたときに、制度というものを、はっきり申し上げて一遍取り壊して、あ

と退職するしないは、本当に個人の自由やということまで広げていったほうが、僕は市のためにも

なるし、市民のためにもなると思ってます。そういったことをもう一度、今見直し案のことを言わ

れましたけれども、これは具体的なことでも何でもないし、ただ考え方の一部、一歩を言われただ

けで、どうするということもはっきり言われてないんですから、それはもう尐し副市長たるもんで

すからお考えになって、職員も気持ちよく働ける、市民のためにもなるといった方策を出さんと。

おれはこういう考えやけど、おまえら勝手にせよと、そういう言い方は、これは副市長たる者の言

い方やないというふうに僕は思ってますし、その辺はもう尐しお考えを改めていただきたいという

ふうに思ってます。 

 そして、もう一点の休職者でございますけども、御答弁の中で３名が心の病ということをおっし

ゃられましたが、それにはそれだけの理由があるということでしょうけれども、それは数の中には

それがありましょうけれども、そういったことをフォローするような体制も、これは１人もあって

はならんことですから、普通の病気なら、疾患なら別として。そういった面でも御努力をいただき

たいと思いまして、もし今私の意見に何か、これはおまえ間違えやぞということがあれば、ひとつ

おっしゃってください。 

○議長（池田喜八郎君）  鈴木副市長。 

○副市長（鈴木俊幸君）  別に間違ってるとか、間違ってないという問題でなしに、これまでもたま
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たま、ここにある数字でいきますと、18年から22年までのデータで言いますと、部長級職員は勧奨

で21人、それから課長級が28人ということになっておりまして、部長級でこの勧奨に乗らなかった

職員は全くいなかったのかといいますと、60歳まで勤められた方もみえます。３人。それから、課

長職の中では、この勧奨に乗られない方も多く見られます。 

 先ほど私も落としましたけど、もう一方が、団塊の世代からずっときた流れがございまして、役

職というものはどうしてもだんだんだんだんに人数が減ってきますので、上のほうへ固まっていき

ますと尐なくなっていくという関係もございますと、直近の部長職に上がるのが、本来、それは先

ほど言った、もう尐し検討してみたいなと言ったのは、例えば54歳なり、58歳で今やめますと、56

歳でやって２年間の部長職で、本当に力発揮できるんやろうかとか、いろんな意味での悩みもある

わけです。課長職については、50歳ぐらいで尐なくとも課長職で力を発揮してもらう必要があるん

じゃなかろうかという、これいろんな前々から私どももこの人事に携わりますと、そういうことに

悩むわけですけれども。 

 そういう関係もございますし、今現在の職員の分類が、分類といいますか、状態が、課長補佐級

が物すごく多くいるという実態もございます。課長になるには試験を受けなければならないといっ

たようなこともございまして、今ほどお話がございましたように、中には試験も受けられない方も

あるといったようなこと、いろんなこと等々を含めた総合的な人事制度の確立というのは要るんだ

ろうということも思っています。 

 ですから、若手、いわゆる後継者を育成するという、早く管理職にするという意味からも勧奨を

進める部分も要るんだろうし、はたまた上乗せ分をもらって、今非常に給料、毎年毎年、１年１年

おりますと給料下がっていくような実態もございますので、こんなことで下げられるなら、さっさ

とやめたほうがええかというようなことも考えられる方もあると思ってます。 

 ただ、非常に難しいのは、この後の仕事がないというのもまた一方ではあるんですね。都市部で

したら、天下りとは言いませんけども、次の仕事につけるというようなこともありますけども、郡

上市のようなところにおいては、やめて、大きな農業やってみえるところはそれなりのこともある

んかもしれませんけれども、なかなか次の仕事がなく、例えば58歳でやめれば、年金がもらえない

期間があるといったようなこともございますので、その辺も含めてまた市の職員の制度、職制も含

めた検討もしながら、勧奨退職についても見直しするべきところは見直していきたいなということ

を思ってます。ただ、制度だけは残していって、実あるものにしていきたいということを思ってま

す。 

 それから、病気休暇につきましては、いろんな意味で対策を講じております。心と体の相談員と

いうことで、保健師を２名配置いたしまして定期的にもやっておりますし、また、病気になった人

にも個別面談もしながらやっております。当然、復帰に向けてもリハビリ出勤のような形もとった



－１９８－ 

り、いろんな形での手当てをしながら、できるだけ早く現場復帰ができるように努力をいたしてお

るところでございますので、お願いをいたします。 

（８番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  村瀬弥治郎君。 

○８番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。確かに個人個人であろうですが、組織の一員だ

ということで、副市長にはいろんな面で大変だろうというふうに思っておりますけど、また、これ

は職員ということも踏まえて、市民ということの目線もありますから、そういった面で今後とも格

別なる御尽力を賜りたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。 

 続きまして、次の質問に入らさせていただきます。３番目につきましては、観光振興策でござい

ます。 

 この件につきましては、大部分が３月のときに時間がなくて略した分でございますけれども、尐

しつけ加えて質問をさせていただきます。 

 観光振興策でございますけれども、景気の低迷の中での東日本大震災は、日本経済に大打撃を与

えるのに十分な災害となってしまいました。震災後の日本国内は各地でのイベント等、自粛ムード

になり、ますます景気の悪化が日本じゅうを大きな不景気という大きな雲が覆うような状態を感じ

るとこでございました。 

 そんな中でございますけども、震災後の１カ月半ぐらいですが、ゴールデンウイークの中で、東

海北陸自動車道に関しては、私たちの想像では、こんな自粛ムードの中で、そんだけ込むことはな

いだろうということを思っておりましたけれども、連休の終盤まで白鳥・大和間などは、毎日が午

前中大渋滞を繰り返していたというところを見ました。 

 高速道路に乗っていかれる方がすべて観光目的だとは思いませんけれども、こんな景気が悪いの

にありがたいことだなと思いながら、20日の新聞で見ましたが、八幡信用金庫の、これ１月から

３月の地元の景動調査というものも出ておりました。これは３月まででございましたけれども、郡

上と高山、下呂、白川村という八信関係のところでございましょうけども、これは全業種の業況判

断というものがあるらしいですが、そういった中で、Ｄ１といいまして、好転企業の割合から悪化

企業の割合を引いた指数というものが、３月時点までで44.8の、前年に比べてのマイナスだそうで、

44.8で、10月から12月のときと比較しても8.6ポイントの悪化ということで、この職種としまして

は、農業を含めた卸売とか、小売とか、製造とか、飲食とか、観光の関連の業種も多いわけでござ

いますけども。 

 こういった中で、４月から６月期の見通しの予想もされておりますけども、まだマイナス50とい

うことで、まだまだ5.2ポイントの悪化も予想されておりますけども。そういった中で、ゴールデ

ンウイーク中だけではないんですけども、差し当たってゴールデンウイーク中の市内の観光客の実
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態を商工観光部はどうとらえておったのかということをまず伺います。よろしくお願いします。 

○議長（池田喜八郎君）  蓑島商工観光部長。 

○商工観光部長（蓑島由実君）  ゴールデンウイーク中の市内観光客の実態ということでお尋ねでご

ざいます。 

 ことしのゴールデンウイークは、４月29日から５月８日まで、間に２日間の平日を挟みまして10

日間という期間だったと思います。その間の自動車道の通行量の傾向ですが、ＮＥＸＣＯ中日本高

速によりますと、自動車道の通行量は、この期間中、前年に比べて２％の増だったということでご

ざいました。以前、平成21年３月に高速の通行料の上限1,000円という、こういう割引制度が始ま

りましたが、それ以前と比べますと85％の増と。非常に自動車の通行量はふえているということで

ございます。 

 それで、あとゴールデン期間中の市内の主要な施設での入り込みを集計いたしておりますが、37

地点の集計、この10日間の合計数で27万8,000人ということでございました。前年は４月29日から

５月５日までの７日間のゴールデンウイークでございましたが、その期間は24万7,000人でござい

ます。10日間と７日間、単純に比較はできませんが、10日間では３万700人余ふえたと、112％とい

う比率だったということでございます。連休の前半は天候が不順だったり、低温だったりというこ

とでしたが、後半の５月３日、４日、５日のあたりは本当に混雑をいたしました。 

 最近の観光の傾向を申しますと、団体バスによるツアー旅行から、自家用車による家族とか、小

グループの個人旅行のほうへだんだん移ってきているというのが最近の傾向でございます。この

ゴールデンウイークでもそうした傾向がはっきりあらわれました。 

 特にバスツアーですが、１月、２月、３月に、ずっとこの春、ゴールデンウイークを目指してい

ろんなツアーが造成され、販売されておったんですが、３月11日の震災によって、一たんこれらの

予約がほとんどすべてキャンセルになってしまいました。その後、東北地方の知事さんが、４月11

日ですか、震災地が元気になるためには、日本じゅうがもう尐し積極的にいろんな活動を行って盛

り上げてほしいという、そうしたことを言われまして、それを機に自粛ムードがなくなりまして、

その後、バスツアー等が復活したり、新たに募集をされたりしてきましたけど、このゴールデンウ

イーク中は非常にバスが尐のうございました。 

 かわりまして自家用車のほうは、震災後、いわゆる安近短、比較的お金をかけずに、近い距離で、

短い期間でというような、そうしたドライブ旅行が非常に多くなりまして、その関係で、この高速

自動車道も非常にたくさんの通行量が、先ほど言いましたように、前年よりも２％ふえたというこ

とですが、そうした傾向がありまして、むしろ自動車道があふれて、下の国道、一般道路へ来て、

その沿線での立ち寄りがあったりというような効果もあったようでございます。 

 一面では、この1,000円割引というのが６月でもう終了しますという発表があったもんですから、
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駆け込みでドライブするという、そうした人たちも多かったように聞きます。 

 ということで、そうした個人旅行がふえているということですが、観光地郡上市にとっては、ツ

アーバス、これの受け入れというのが大きな収益といいますか、あれになりますので、ぜひそちら

をこれからも進めたいということで、多尐の割引とか、いろんなメリットをつけながらの売り出し

などもやっております。 

 また、長鉄利用の着地型観光も、こちらのほうも一生懸命進めております。また、先ほどもお話

ありましたが、自動車産業が休日を木金に振りかえるというようなことがありますので、それへも

ぜひ観光地として対忚できるように関係者が進めているところでございます。 

（８番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  村瀬弥治郎君。 

○８番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。確かにふえてるという、前年と比べて、そうい

うことはありがたいことでございますけども、これは自動車道を通っていただくだけでは、前から

申し上げておりますけども、非常に難しいことでございまして、そういった中で、７月に入ります

と郡上おどりも始まりますし、いろんなイベントが郡上にも予定をされておるわけでございますけ

れども、そういった中で、震災の影響で観光産業がどうのこうのということではおさまらないとこ

がありますし、より以上に御尽力を賜らないと、今のままではという気持ちもせんではないですけ

ども、そういった中での今後のますますのお力添えをいただきたいというふうに思ってますし。 

 もう一点でございますけれども、これは３月以前にもこれあったことでございますけども、越前

美濃街道の広域の観光推進協議会という取り組みのことで市長も新聞で言われました。こういった

中で、僕自身も思いますけれども、観光ということがエリアで動かないと、エリアで進めていかな

いとということは、単独の市でどうのこうのということが難しくなってきたということも、これは

どこの市町村もそういう連携ということは思っておられます。 

 そういった中で、大きいエリアで、しかも、その中で市同士でも動き合うというような、そうい

った観光産業というものが、もし今後、そういった皆さんに要望されるんなら、これを推し進めて

いくべきだろうと思ってますし、そういった中で、市長も４市、美濃市と福井、大野という形の中

で、そういった腹づもりでやられるということでございますから、市にとってもメリットがあるん

だろうということを踏まえて、市長の今後の方向、お考えをお聞きしたいというふうに思ってます。

よろしくお願いします。 

○議長（池田喜八郎君）  日置市長。 

○市長（日置敏明君）  ただいまお話がございましたように、福井県の福井市、大野市、それから岐

阜県の美濃市、郡上市と、この４市、国道156号と、それから白鳥で158号になりますが、福井県へ

入って大野市、福井市と、この四つの市でございます。ちょうど市町村の区分地図で見ますと、実
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は今回の合併で、この４市はちょうどそれぞれ境を接して隣同士という形にもなりますが、四つは

ちょうど連続をして、美濃市、郡上市、大野市、福井市と、こういう形になりますけども。この四

つの市、今お話がありましたように、ひとつ連携をして広域観光等をやろうじゃないかと。これは、

福井県の大野市の岡田市長さんの御提唱でございました。昨年、大野市の越前大野のお城の築城、

たしか430周年だったかと思いますけれども、そんな行事がある中でお話がございました。 

 歴史的にたどってみますと、たまたま大野市、そして美濃市、郡上市は金森長近公、あるいは金

森家と由緒、ゆかりのあるところでございまして、もともと越前の大野から金森長近公が飛騨攻略

を命ぜられて高山へ入ると。その末裔の金森家が郡上藩へ入ってくるということもございましたし、

それから金森長近公が晩年、関ヶ原の戦いの先攻によって美濃市の、昔の名前で言うと「こうづ

ち」、「上有知」と書きますが、そこのところを与えられて、１万石のお城を今の小倉山につくっ

たと。１代限りで没収をされてしまうわけでございますが、そういうことがございました。 

 それからまた、強いて言えば、郡上市と福井市とは、郡上市の中世における中心点は東氏の篠脇

城でございましたけれども、このお城は、現在福井市になっております越前朝倉館、朝倉氏の攻略

を受けて、大きな戦をしたというようなことがございまして、たまたまどちらも、規模においては

はるかに郡上は及びませんけれども、越前朝倉館と同じように、郡上においては東氏館跡という形

で中世の館跡が残ってると、こういうゆかりもあるということもございます。 

 もともと、それから美濃市と郡上市は隣同士でございまして、古くから交流がありますし、大野

市と郡上市もいろいろ隣同士ということで、いろんなイベントやら、交通安全やら、あるいは災害

の相互忚援やら、いろんなことをやっておりますので、この際、それは非常にいいことじゃないか

ということで、４市が４月の22日であったかと思いますけれども、４市長がそういう交流協定をい

たしたところでございます。 

 これからの交流の柱は四つほどございますけれども、地域間のお互いにまず行き来をしようじゃ

ないかと。自分たち自身で行き来をしようじゃないかということと、それから束になって、この地

域を広域観光ルートと位置づけて売り出そうじゃないかというようなこと、あるいは地域の特産品

販売というようなときに、お互いに機会の提供をしようじゃないかというようなこと、こういう市

として観光交流ということを主眼にして、４番目の柱は地域の広域観光に関する情報交換というふ

うになっておりますが、緊密に連携をしてやっていこうじゃないかと、こういうことでございまし

た。 

 このちょうど４月22日の協定の調印式のときにも、私どもだけでなしに、この４市の観光関係の

職員も集まりまして、お互いに勉強もし合ってやっていこうじゃないかというような話もございま

した。 

 具体的には、今年度のまず行事といたしましては、一つは、それぞれ各市で観光のイベントを持
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っておりますので、その際にお互いに、それぞれの他の３市がお互いにいろんな特産品を出店し合

ったりして、お互いに市の観光ＰＲをしようじゃないかということで、四つの機会でございますが、

８月には福井市において越前朝倉戦国まつりということ、それから９月は郡上市で食の祭典ｉｎぎ

ふ郡上、それから10月は大野市において九頭竜紅葉まつり、それから11月は美濃市において産業祭

と、こういう四つの場で相互にお互いに出店し合ったりして、まず相互のＰＲをしていこうじゃな

いかと。特産品販売等をやっていこうじゃないかと、こういうことでございます。これが一つ。 

 それからもう一つ、二つ目は、広域的に見た場合の４市を他の地域へ売り出していくための、例

えば４市をＰＲするための広域の観光マップとか、ポスターとかといったような、いわば広報グッ

ズを作成してＰＲをしていこうじゃないかという点が二つ目。 

 それから三つ目でございますが、住民交流の一環というようなことで、相互にモニターバスツ

アーというようなものもやって、この４市間の間で市民の皆さんにも行き来をしてもらおうじゃな

いかと。とりあえずこんな事業を初年度としては企画をして進めていこうじゃないかというような

話を今進めてるところでございますので、こうした協定をもとにして、そういう目的を何とか達成

をしてまいりたいというふうに思っております。 

（８番議員挙手） 

○議長（池田喜八郎君）  村瀬弥治郎君。 

○８番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。広域連携の観光振興策というものは、どこの市

長さんもそういったことで思っていらっしゃるでしょうし、私たちが、自分ではございますけれど

も、観光と思ったとき、岐阜県の場合だとすぐ高山ということがイメージとしてわくんですね。そ

うすると、高山自身であったとしても、観光連携をつくって生き延びていこうという施策を打ち出

してみる。 

 そうすると、郡上市は、高山市にまだまだ及ばない観光地でありましょうけれども、そういった

連携をしていかないとますますおくれていくというか、取り残されるというか、そういったことが

見えるような気がしますんで、市長さんにはそういった面で、もっともっと御尽力を賜ることがあ

ろうかと思いますけども、そういった面で観光ということを、これは郡上市ばかりでなく、これは

県もそういったものを申し出てみえますし、そういった面で、トップの市長がそういったことで御

尽力賜れば、市民の中の観光連盟であり、観光協会でもあり、そういった中でも励みになるという

ことで、市長さんには今後とも格別なる御尽力を賜りまして、よろしくお願いします。 

 時間になりましたので、私の質問はこれで終わりますけども、どうもありがとうございました。 

○議長（池田喜八郎君）  以上で、村瀬弥治郎君の質問を終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告   



－２０３－ 

○議長（池田喜八郎君）  これで本日の日程はすべて終了をいたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。長時間にわたり御苦労さまでございました。 

（午後 ３時５３分）  
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